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一
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じ
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に

│
本
研
究
の
目
的
と
方
法

│

　

従
来
の
利
他
性
に
関
す
る
研
究
は
、
主
に
同
時
代
的
、
共
時
的
な
文
脈

の
中
で
展
開
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
本
稿
で
は
、
近
時
、「
環

境
倫
理
学
」（environm

ental ethics

）
の
一
つ
の
主
張
と
し
て
展
開
さ

れ
て
い
る
「
世
代
間
倫
理
」（intergenerational ethics

）
と
い
う
概
念

を
手
が
か
り
に
、
通
時
的
な
視
点
か
ら
、
未
来
世
代
へ
の
利
他
性
を
考
え

る
。

　

ま
ず
、「
世
代
間
倫
理
」
と
は
、「
現
在
世
代
」
の
「
未
来
世
代
」
に
対

す
る
、
責
任
や
義
務
、
思
い
や
り
、
同
情
、
共
感
、
慈
悲
な
ど
を
包
含
し

た
「
倫
理
」
の
こ
と
で
あ
る
。「
世
代
間
倫
理
」
の
研
究
は
、
そ
の
性
質

上
、
非
常
に
多
岐
に
渡
る
人
類
の
営
為
を
包
含
す
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、

本
稿
で
は
「
地
球
環
境
問
題
」
の
文
脈
に
お
け
る
「
世
代
間
倫
理
」
の
問

題
を
中
心
的
に
取
り
あ
げ
る
。
そ
の
理
由
は
、「
世
代
間
倫
理
」
と
い
う

言
葉
自
体
が
、
そ
の
文
脈
で
形
成
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
他
の
文
脈

特
集　

利
他
性
を
考
え
る

未
来
世
代
へ
の
利
他
性
を
考
え
る

│
「
世
代
間
倫
理
」
の
視
点
か
ら

│

竹 

中　

信 

介
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理
」、
後
者
を
「
第
二
義
的
環
境
倫
理
」
と
呼
ん
で
い
る）

1
（

。

（
一
）
人
間
以
外
の
生
物
や
自
然
に
対
す
る
倫
理
的
配
慮
の
思
想
的
源
泉

　

ま
ず
、
①
の
視
点
か
ら
形
成
さ
れ
た
「
第
一
義
的
環
境
倫
理
」
の
思
想

的
源
泉
を
探
る
と
、
十
七
世
紀
の
「
科
学
革
命
」（Scientific 

R
evolution

）
に
辿
り
着
く
。
そ
の
「
科
学
革
命
」
を
支
え
た
形
而
上
学

的
源
泉
と
し
て
行
き
当
た
る
の
が
イ
ギ
リ
ス
の
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ベ
イ
コ
ン

（Francis B
acon, 1561

│1626

）
及
び
フ
ラ
ン
ス
の
ル
ネ
・
デ
カ
ル
ト

（R
ené D

escartes, 1596

│1650

）
の
思
想
で
あ
る
。
ベ
イ
コ
ン
の
思
想

を
特
徴
付
け
る
の
が
「
自
然
の
支
配
」（dom

inance of nature

）
の
理

念
で
あ
り
、
一
方
の
デ
カ
ル
ト
は
「
機
械
論
的
自
然
観
」（m

echanistic 

view
 of nature

）
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
近
代
か
ら
現
代

ま
で
の
思
想
的
変
遷
の
問
題
に
止
ま
ら
ず
、
も
っ
と
長
期
的
な
人
類
史
と

い
う
ス
パ
ン
で
の
検
討
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
に
関
し
て
は
、
別
稿

に
て
詳
し
く
比
較
文
明
学
の
視
点
か
ら
考
察
し
た
い
。

（
二
）「
未
来
の
他
者
」、「
未
来
世
代
」
へ
の
倫
理
的
配
慮
の
思
想
的
源
泉

　

次
に
、
②
の
視
点
か
ら
「
世
代
間
倫
理
」
と
い
う
概
念
が
形
成
さ
れ
た

歴
史
的
経
緯
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
ま
ず
、「
地
球
環
境
問
題
」
に
お
い

て
そ
の
倫
理
・
道
徳
的
も
し
く
は
政
策
的
な
配
慮
の
対
象
と
さ
れ
る
の

が
、「
未
来
の
他
者
」
あ
る
い
は
「
未
来
世
代
」
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
過

去
と
現
在
と
い
う
時
間
軸
を
そ
の
中
心
に
据
え
て
き
た
、
こ
れ
ま
で
の
倫

で
の
「
世
代
間
倫
理
」
の
研
究
に
関
し
て
は
、
概
略
的
に
紹
介
す
る
形
で

取
り
上
げ
る
。

　

本
論
に
入
る
前
に
、「
未
来
世
代
へ
の
利
他
性
の
内
容
は
何
か
？
」
及

び
「
現
在
世
代
は
未
来
世
代
の
た
め
に
何
が
で
き
る
の
か
？
」
と
い
う
二

つ
の
問
い
を
提
起
し
て
お
き
た
い
。
こ
れ
ら
の
問
い
を
念
頭
に
、
次
章
以

降
で
「
世
代
間
倫
理
」
研
究
の
諸
相
を
整
理
し
、「
五
、
お
わ
り
に
」
で
、

本
研
究
の
ま
と
め
か
ら
、
そ
の
答
え
を
示
し
た
い
。
最
後
に
、
今
後
の
課

題
を
示
し
、
本
稿
を
締
め
く
く
り
た
い
。

二
、 「
世
代
間
倫
理
」
概
念
の
思
想
的
源
泉
を
探
る 

 

│
近
代
的
倫
理
学
か
ら
環
境
倫
理
学
へ

│

　

こ
れ
ま
で
主
流
で
あ
っ
た
近
代
の
倫
理
学
に
お
け
る
限
界
性
は
、
①
倫

理
の
対
象
が
「
人
間
」
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
他
の
「
動
物
」
や
「
自
然

環
境
」
に
及
ん
で
い
な
か
っ
た
点
、
②
倫
理
の
対
象
が
「
同
時
代
の
」

人
々
に
限
定
さ
れ
て
い
た
と
い
う
点
に
見
出
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
限
界

性
を
持
つ
倫
理
学
の
枠
組
み
で
は
、「
地
球
環
境
問
題
」
に
対
処
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
。
そ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
「
環
境
倫
理
学
」
が
徐
々
に
形

成
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。

　

①
及
び
②
の
限
界
性
に
応
答
す
る
形
で
「
環
境
倫
理
」
が
提
唱
さ
れ

た
。
ア
メ
リ
カ
の
環
境
倫
理
学
者
・
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
＝
フ
レ
チ
ェ
ッ
ト

（K
. S. Shrader-Frechette

）
女
史
は
、
前
者
を
「
第
一
義
的
環
境
倫
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な
か
っ
た
。
こ
こ
で
論
者
が
指
摘
し
た
い
の
は
、「
地
球
環
境
問
題
」
の

「
危
機
」
が
「
危
機
」
と
し
て
認
識
あ
る
い
は
自
覚
さ
れ
て
か
ら
よ
う
や

く
、
人
類
が
、
そ
の
思
想
的
源
泉
を
反
省
的
に
捉
え
直
し
、
新
し
い
時
代

に
対
応
す
る
思
想
的
枠
組
み
を
考
え
は
じ
め
た
、
と
い
う
図
式
で
あ
る
。

現
在
世
代
が
、
未
来
世
代
の
生
存
の
方
向
を
見
据
え
て
取
り
組
ん
で
い
る

の
は
、
ま
さ
に
そ
の
こ
と
で
あ
る
。

三
、
世
代
間
倫
理
の
理
論
的
枠
組
み

　
「
一
、
は
じ
め
に
」
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、「
世
代
間
倫
理
」
と
い
う
概

念
が
形
成
さ
れ
た
背
景
に
は
、「
地
球
環
境
問
題
」
と
い
う
一
つ
の
大
き

な
原
因
が
存
在
す
る
。
本
章
で
は
、
地
球
環
境
問
題
に
お
け
る
「
世
代
間

倫
理
」（intergenerational ethics

）
研
究
の
諸
相
を
整
理
し
た
い
。
た

だ
し
、
地
球
環
境
問
題
の
文
脈
で
は
、
世
代
間
の
「
倫
理
」（ethics

）

の
み
な
ら
ず
、「
正
義
」（justice

）
あ
る
い
は
「
衡
平
」（equity

）
の
問

題
が
重
点
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
た
め
、
適
宜
そ
ち
ら
の
研
究
を
も

参
照
す
る
こ
と
に
す
る
。

（
一
）�「
現
在
世
代
」
と
「
未
来
の
他
者
」「
未
来
世
代
」
の
関
係
、
及
び

「
未
来
世
代
」
と
「
将
来
世
代
」
の
語
の
異
同
と
本
稿
で
の
使
用
法
に

つ
い
て

　

こ
こ
で
、
具
体
的
に
「
世
代
間
倫
理
」
の
先
行
研
究
の
検
討
に
入
る
前

理
学
の
枠
組
み
で
は
、「
地
球
環
境
問
題
」
の
よ
う
な
課
題
に
対
処
で
き

な
い
。
そ
こ
で
、
未
来
志
向
型
の
倫
理
学
の
範
疇
に
属
す
る
「
環
境
倫
理

学
」
は
、「
世
代
間
倫
理
」
と
い
う
概
念
を
そ
の
一
つ
の
主
張
と
し
て
展

開
し
は
じ
め
た
。
こ
こ
で
は
、「
近
代
的
倫
理
学
」
の
学
問
的
限
界
を
克

服
す
る
試
み
で
、「
世
代
間
倫
理
」
の
必
要
性
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
、
と
い
う
事
実
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　

さ
ら
に
②
に
関
し
て
の
思
想
的
源
泉
を
辿
る
と
、
イ
ギ
リ
ス
の
ト
マ

ス
・
ホ
ッ
ブ
ズ
（T

hom
as H

obbes, 1588

│1679

）
や
フ
ラ
ン
ス
の
ジ

ャ
ン
＝
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ソ
ー
（Jean-Jacques R

ousseau, 1712

│1778

）

等
、
近
代
の
政
治
哲
学
者
ら
が
展
開
し
た
「
民
主
主
義
」（dem

ocra-

tism

）
論
に
行
き
着
く）

2
（

。
彼
ら
の
取
り
組
み
は
、
神
や
王
権
と
い
っ
た
世

俗
を
超
越
す
る
存
在
か
ら
一
定
の
距
離
を
置
き
つ
つ
、
あ
る
い
は
封
建
主

義
的
な
国
家
体
制
を
脱
却
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
。
い
わ
ゆ
る
近

代
的
な
民
主
国
家
へ
の
道
筋
が
示
さ
れ
、「
自
由
」
や
「
平
等
」
と
い
っ

た
価
値
観
が
民
衆
を
先
導
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
重
視
さ
れ
た
の

は
、
同
時
代
人
の
、
さ
ら
に
言
え
ば
「
個
人
」（individual
）
の
「
自

由
」
や
「
平
等
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る）

3
（

。

　

こ
う
し
た
「
個
」
を
重
視
す
る
傾
向
は
、「
近
代
」
の
社
会
を
象
徴
す

る
も
の
で
あ
る
。「
民
主
主
義
」
あ
る
い
は
「
個
人
主
義
」（individual-

ism

）
的
傾
向
の
是
非
に
関
し
て
は
、
当
時
か
ら
世
界
大
戦
あ
る
い
は
地

球
環
境
問
題
が
深
刻
化
す
る
時
代
ま
で
（
十
六
〜
二
十
世
紀
中
盤
）
の
間

に
、
少
な
く
と
も
「
地
球
規
模
で
の
危
機
」
と
し
て
議
論
さ
れ
る
こ
と
は
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代
」）
の
使
い
分
け
が
そ
れ
ほ
ど
明
確
で
は
な
い
。
本
稿
で
対
象
と
す
る

「
未
来
の
他
者
」
に
は
、
そ
の
意
味
で
の
「
将
来
世
代
」
を
も
含
め
て
考

え
る
が
、
総
称
と
し
て
「
未
来
世
代
」
の
語
を
使
用
す
る
こ
と
に
し
、
適

宜
、
補
足
を
加
え
な
が
ら
議
論
を
展
開
し
た
い
。

（
二
）
世
代
間
倫
理
の
代
表
的
な
類
型

　

① 

ハ
ン
ス
・
ヨ
ナ
ス
に
お
け
る
「
未
来
倫
理
」

│
世
代
間
倫
理
の
先

駆
的
研
究

│

　

ド
イ
ツ
生
ま
れ
の
ユ
ダ
ヤ
人
哲
学
者
ハ
ン
ス
・
ヨ
ナ
ス
（H

ans 

Jonas, 1903

│1993

）
が
比
較
的
早
い
段
階
か
ら
、「
現
在
世
代
の
未
来
世

代
へ
の
責
任
」
と
い
う
人
類
的
な
倫
理
的
課
題
を
指
摘
し
て
き
た
。
ヨ
ナ

ス
は
、
一
九
七
九
年
に
著
し
た
『
責
任
と
い
う
原
理
』（D

as Prinzip 

V
erantw

ortung

）
の
中
で
、
科
学
技
術
文
明
に
お
け
る
人
類
の
新
た
な

倫
理
と
し
て
、「
未
来
倫
理
」（Zukunftsethik

）
の
必
要
性
を
強
調
し

た
。
ヨ
ナ
ス
の
「
世
代
間
倫
理
」
に
関
す
る
主
張
が
端
的
に
示
さ
れ
て
い

る
文
を
以
下
に
引
用
し
よ
う
。

　

導
出
さ
れ
る
具
体
的
内
容
を
持
っ
た
義
務
は
、
連
帯
、
共
感
、
公

正
の
倫
理
学
へ
、
さ
ら
に
は
同
情
の
倫
理
学
へ
と
包
摂
さ
れ
る
か
も

し
れ
な
い
。
こ
の
倫
理
学
に
よ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、
将
来
の
人
間

が
ま
る
で
同
時
代
人
で
あ
る
み
た
い
に
想
定
し
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の

願
望
や
不
安
、
喜
び
や
悲
し
み
を
彼
ら
に
投
影
す
る
。
こ
の
倫
理
学

に
、
後
の
議
論
を
円
滑
に
す
る
た
め
の
手
続
き
と
し
て
、「
未
来
の
他
者）

4
（

」

あ
る
い
は
「
未
来
世
代
」
と
「
現
在
世
代
」
の
関
係
、
さ
ら
に
「
未
来
世

代
」
と
「
将
来
世
代
」
と
い
う
語
の
使
い
分
け
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
の
語
の

本
稿
で
の
使
用
法
に
関
し
て
一
言
し
て
お
き
た
い
。

　
「
環
境
倫
理
学
」
に
お
い
て
、
主
に
議
論
の
対
象
と
さ
れ
て
き
た
「
未

来
世
代
」
は
、「
現
時
点
で
未
だ
に
生
を
受
け
て
い
な
い
存
在
」
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
、
従
来
の
倫
理
学
で
は
対
処
で
き
な
か
っ
た
「
未
来
世
代
」

へ
の
倫
理
的
配
慮
の
問
題
が
扱
え
る
可
能
性
が
生
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
一
方
で
、「
環
境
倫
理
学
」
の
枠
組
み
の
中
で
も
、「
同
時
代
的
、

共
時
的
に
存
在
す
る
世
代
間
（
例
え
ば
親
と
子
の
世
代
間
）
で
の
倫
理
」

と
い
う
意
味
で
の
「
世
代
間
倫
理
」
が
問
題
に
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
例

え
ば
、
以
下
の
竹
内
昭
（
二
〇
〇
〇
）
の
主
張
を
参
考
に
し
て
み
よ
う
。

　

竹
内
は
、
殊
更
に
新
し
い
「
環
境
倫
理
学
」
を
持
ち
出
し
て
、
相
互
に

互
恵
性
・
相
互
性
が
存
在
し
な
い
「
現
在
世
代
」
と
「（
未
だ
存
在
し
な

い
）
未
来
世
代
」
の
間
で
の
倫
理
を
問
う
の
で
は
な
く
、「
共
時
的
に
存

在
す
る
現
代
の
世
代
間
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
え
れ
ば
十
分
で
あ
る）

5
（

」
と
主
張

し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
場
合
、
共
時
的
に
存
在
す
る
、
例
え
ば
「
親
世
代
」
の
呼

称
に
は
「
現
在
世
代
」
が
使
用
さ
れ
、
既
に
存
在
し
て
い
る
「
子
世
代
」

や
「
孫
世
代
」
の
呼
称
に
は
、
未
だ
存
在
し
な
い
「
未
来
世
代
」
と
の
混

同
を
防
ぐ
た
め
に
、「
将
来
世
代
」
の
語
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

た
だ
し
、
先
行
研
究
で
は
、
こ
の
両
者
（「
未
来
世
代
」
と
「
将
来
世
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「
現
在
世
代
」
と
「
未
来
世
代
」
を
親
子
関
係
の
図
式
と
し
て
考
え
て
い

る
。
親
で
あ
る
現
在
世
代
が
、
子
で
あ
る
未
来
世
代
に
責
任
を
負
う
の

は
、
当
然
で
あ
る
、
と
い
う
論
理
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
論
理
に
関
し
て

は
、
人
間
の
感
情
あ
る
い
は
感
性
に
訴
え
か
け
る
も
の
と
し
て
は
、
一
定

程
度
評
価
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
親
＝
現
在
世
代
、

子
＝
未
来
世
代
と
考
え
る
論
理
は
「
地
球
環
境
問
題
」
の
文
脈
に
応
用
し

た
場
合
、
端
的
に
ヨ
ナ
ス
の
議
論
の
も
と
で
「
世
代
間
倫
理
」
が
成
り
立

つ
か
ど
う
か
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
慎
重
な
議
論
が
求
め
ら
れ
る
。
何

が
問
題
な
の
か
。
通
常
の
親
子
関
係
は
、「
親
」
と
、
目
の
前
に
現
に
存

在
し
て
い
る
目
視
で
き
る
「
子
」
の
関
係
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
既
に
生
ま

れ
て
い
る
子
」
が
、
倫
理
的
配
慮
の
対
象
と
い
う
点
が
重
要
で
あ
る
。
ヨ

ナ
ス
に
言
わ
せ
れ
ば
、
子
に
は
生
ま
れ
る
こ
と
の
選
択
権
が
な
い
た
め
、

親
は
必
然
的
に
そ
の
保
護
・
擁
護
の
責
任
を
負
う
、
と
い
う
こ
と
に
な

る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
人
類
規
模
で
の
地
球
環
境
問
題
の
文
脈
に
応
用
し
て

考
え
た
場
合
、
そ
の
影
響
が
、
現
在
世
代
が
顔
を
合
わ
せ
る
こ
と
が
な
い

遠
い
（
例
え
ば
二
百
年
後
の
）「
未
来
世
代
」
に
ま
で
及
ぶ
、
と
い
う
こ

と
を
指
摘
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
条
件
下
で
は
、
通
常
の
短
期
間
の
親
子

関
係
モ
デ
ル
の
そ
の
ま
ま
で
の
援
用
は
難
し
そ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

「
世
代
間
の
互
恵
性
欠
如
の
問
題
」
と
言
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
現
在
生
存

し
て
い
る
「
現
在
世
代
」
は
、
例
え
ば
二
百
年
後
の
未
来
に
は
（
現
時
点

の
科
学
で
は
）
誰
も
生
存
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
直
接
的
に
「
未

が
わ
れ
わ
れ
の
現
実
の
同
時
代
人
に
承
認
し
、
ま
た
尊
重
す
る
よ
う

に
命
じ
て
い
る
権
利
を
、
将
来
の
人
間
た
ち
に
も
承
認
す
る
。
将
来

の
人
間
た
ち
の
権
利
を
前
も
っ
て
尊
重
し
て
お
く
こ
と
は
、
わ
れ
わ

れ
が
創
始
者
と
し
て
彼
ら
を
一
方
的
に
生
み
出
す
と
い
う
事
実
に
よ

っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
特
別
な
責
任
と
な
る）

6
（

。

　

こ
こ
で
彼
が
主
張
す
る
倫
理
学
に
お
け
る
徳
目
は
、「
連
帯
」、「
共

感
」、「
公
正
」、「
同
情
」
で
あ
る
が
、
従
来
の
倫
理
学
で
は
そ
れ
ら
の
対

象
が
「
同
時
代
人
」
に
限
定
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
て
お
き

た
い
。
彼
は
、「
将
来
の
人
間
が
ま
る
で
同
時
代
人
で
あ
る
み
た
い
に
想

定
し
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
願
望
や
不
安
、
喜
び
や
悲
し
み
を
彼
ら
に
投
影

す
る
」
と
述
べ
て
お
り
、
こ
の
部
分
が
彼
の
「
未
来
倫
理
」
を
特
徴
付
け

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
後
半
部
分
の
主
張
が
重
要
で
あ
る
。
彼
は
一
貫
し
て
、「
現
在

世
代
」
か
ら
「
未
来
世
代
」
へ
の
責
任
を
、
人
類
に
対
す
る
至
上
命
令

（
定
言
命
法）

7
（

）
と
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
を
「
わ
れ
わ
れ
が
創
始
者
と
し

て
彼
ら
を
一
方
的
に
生
み
出
す
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
特

別
な
責
任
と
な
る
」
と
し
て
い
る
の
だ
が
、
端
的
に
言
い
換
え
る
と
、
未

来
世
代
に
は
自
ら
生
ま
れ
て
く
る
と
い
う
こ
と
を
選
択
す
る
権
利
が
な
い

た
め
、
現
在
世
代
に
は
一
方
的
に
未
来
世
代
に
対
す
る
責
任
が
あ
る
、
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

　

そ
の
点
に
つ
い
て
、
彼
の
主
張
を
さ
ら
に
検
討
し
て
み
よ
う
。
彼
は
、
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な
い
と
す
る
批
判
に
対
し
て
、
日
本
語
の
「
恩
」
と
い
う
概
念
を
手
が
か

り
に
、
過
去
世
代
か
ら
の
恩
を
未
来
世
代
へ
還
元
す
る
と
い
う
形
の
現
在

世
代
の
「
責
務
」
に
言
及
し
、
世
代
間
で
の
互
恵
性
欠
如
の
問
題
に
応
答

し
よ
う
と
し
て
い
る）

8
（

。

　

同
じ
こ
と
を
哲
学
者
の
加
藤
尚
武
は
次
の
よ
う
に
言
い
換
え
て
い
る
。

　

緑
の
地
球
を
受
け
取
っ
た
の
だ
か
ら
、
緑
の
地
球
を
返
さ
な
く
て

は
な
ら
な
い
。
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
の
関
係
の
中
に
完
全
義
務
が
成
り
立

つ
。

　

地
球
を
守
る
こ
と
は
、
未
来
の
世
代
に
与
え
る
恩
恵
で
は
な
い
。

現
在
の
世
代
が
背
負
う
責
務
で
あ
る）

9
（

。

　

こ
こ
に
挙
げ
た
フ
レ
チ
ェ
ッ
ト
及
び
加
藤
の
思
想
は
、「
恩
送
り
」

（paying forw
ard

）
10
（

）
と
い
う
言
葉
で
表
現
で
き
る
だ
ろ
う
。
加
藤
は
、
そ

の
倫
理
的
関
係
の
型
を
「
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
の
相
互
性
│
通
時
的
相
互
性
」

と
呼
ぶ
。
彼
は
、
東
洋
の
格
言
「
先
人
木
を
植
え
て
、
後
人
そ
の
下
に
憩

う
」
を
引
い
て
、
上
の
引
用
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
冷
静
に

考
え
て
み
る
と
、
果
た
し
て
現
在
世
代
は
「
木
の
下
に
憩
う
」
と
い
う
恩

恵
を
過
去
世
代
か
ら
受
け
た
後
、
そ
の
木
を
守
る
、
あ
る
い
は
新
た
な
木

を
植
え
る
努
力
を
し
て
き
た
だ
ろ
う
か
。
我
々
が
問
う
べ
き
は
、
こ
の
点

で
あ
ろ
う
。

来
世
代
」
と
の
関
係
性
を
結
ぶ
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
と
し
、「
世
代
間

倫
理
」
が
成
り
立
た
な
い
と
い
う
主
張
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
互
恵
的
な
関
係
に
な
い
「
現
在
世
代
」
と
「
未
来
世

代
」
の
間
に
お
い
て
、
同
情
や
共
感
に
訴
え
る
方
法
を
根
拠
に
、
世
代
間

倫
理
を
主
張
し
た
と
こ
ろ
で
、
説
得
的
で
は
な
い
と
い
っ
た
問
題
が
生
じ

る
、
と
「
契
約
関
係
」
の
有
無
を
重
ん
じ
る
倫
理
学
者
は
主
張
す
る
の
で

あ
る
。
果
た
し
て
「
互
恵
性
」
や
「
契
約
関
係
」
は
、「
世
代
間
倫
理
」

の
成
立
条
件
と
し
て
必
要
な
の
か
ど
う
か
。

　

こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、「
世
代
間
倫
理
成
立
に
対
す
る
疑
義
」
に
関

す
る
議
論
と
し
て
ま
と
め
て
取
り
上
げ
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
さ
ら
な
る
反

対
意
見
（
つ
ま
り
世
代
間
倫
理
成
立
へ
の
支
持
意
見
）
を
「
世
代
間
倫
理

成
立
の
条
件
」
と
し
て
取
り
上
げ
る
必
要
が
あ
る
。
以
上
の
論
点
に
関
し

て
は
、
今
後
の
課
題
と
し
て
、「
五
、
お
わ
り
に
」
で
再
び
触
れ
る
こ
と

に
し
た
い
。

　

② 

シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
＝
フ
レ
チ
ェ
ッ
ト
・
加
藤
尚
武
に
お
け
る
世
代
間
倫

理
論
と
「
恩
送
り
」
の
思
想

　

一
方
、
フ
レ
チ
ェ
ッ
ト
女
史
は
一
九
八
一
年
に
「
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
・
環

境
・
世
代
間
の
公
平
」（T

echnology, the E
nvironm

ent, and 

Intergenerational E
quity

）
と
い
う
論
文
に
お
い
て
、
世
代
間
倫
理
の

問
題
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
彼
女
は
、
世
代
間
に
は
互
恵
性
・
契
約
関
係

が
な
い
た
め
、「
近
代
的
倫
理
学
」
で
は
「
世
代
間
倫
理
」
が
成
立
し
え
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行
為
を
選
択
す
る
際
に
、
未
来
世
代
の
利
益
に
配
慮
す
る
倫
理
の
こ

と
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
未
来
世
代
に
対
す
る
倫
理
」「
未
来
世
代
に

対
す
る
責
任
」
あ
る
い
は
「
未
来
世
代
に
対
す
る
義
務
」
と
い
わ
れ

る
こ
と
も
あ
る
。
後
で
述
べ
る
よ
う
に
、
近
年
用
い
ら
れ
る
こ
と
の

増
え
た
持
続
可
能
性
（sustainability

）
と
い
う
概
念
も
「
未
来
世

代
に
対
す
る
倫
理
」
を
前
提
と
し
て
い
る
。
ま
た
世
代
間
倫
理
は
、

「
世
代
間
の
公
正
・
平
等
」
と
よ
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
現
在
世
代

の
人
々
が
未
来
世
代
の
人
々
に
対
し
て
一
方
的
に
リ
ス
ク
を
課
す
と

い
う
関
係
は
、「
ア
ン
フ
ェ
ア
」
な
、
つ
ま
り
公
正
で
な
い
関
係
だ

か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
世
代
間
倫
理
」
と
は
、「
次
の
世
代

に
対
す
る
公
正
」
も
意
味
す
る
の
で
あ
る）

14
（

。

　

蔵
田
の
見
解
を
ま
と
め
る
と
、「
世
代
間
倫
理
」
の
類
型
は
以
下
の
よ

う
に
な
る
。
つ
ま
り
、
①
未
来
世
代
に
対
す
る
責
任
・
義
務
、
②
「
持
続

可
能
性
」
概
念
を
支
え
る
前
提
と
し
て
の
「
未
来
世
代
に
対
す
る
倫
理

（
責
任
・
義
務
）」、
③
世
代
間
の
公
正
・
平
等
、
の
三
つ
で
あ
る
。
③
に

関
し
て
は
後
ほ
ど
取
り
あ
げ
る
よ
う
に
、
世
代
間
の
正
義
（justice

）
や

衡
平
（equity

）
と
言
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
概
ね
こ
こ
に
あ
げ
た
三
つ

の
視
点
を
「
世
代
間
倫
理
」
の
類
型
と
し
て
良
い
で
あ
ろ
う
。

　

こ
こ
ま
で
「
世
代
間
倫
理
」
の
理
論
的
枠
組
み
に
関
し
て
考
察
し
て
き

た
が
、
続
い
て
、「
世
代
間
倫
理
」
の
視
点
を
、
実
際
の
問
題
に
応
用
し

た
研
究
を
取
り
上
げ
た
い
。

　

③ 

日
本
に
お
け
る
「
世
代
間
倫
理
」
論
の
受
容

　

日
本
で
は
、
先
ほ
ど
も
取
り
上
げ
た
加
藤
尚
武
が
「
世
代
間
倫
理
」
の

視
点
を
論
じ
た
先
駆
的
人
物
と
な
っ
て
い
る
。
彼
は
ヨ
ナ
ス
の
議
論
を
踏

襲
し
て
地
球
環
境
問
題
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
一
つ
と
し
て
、
世
代
間
倫
理

の
問
題
に
焦
点
を
当
て
て
い
る）

11
（

。

　

さ
ら
に
環
境
倫
理
学
者
の
鬼
頭
秀
一
等
を
中
心
に
「
環
境
倫
理
学
」
の

研
究
が
進
め
ら
れ
、
そ
の
成
果
で
あ
る
『
環
境
倫
理
学
』（
鬼
頭
秀
一

﹇
ほ
か
﹈
編
、
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
九
年
）
と
い
う
著
作
の
中
で
、

「
世
代
間
倫
理
」
の
問
題
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
そ
の
第
五
章

「
責
任
・
未
来
│
世
代
間
倫
理
の
行
方
」
の
執
筆
者
で
あ
る
倫
理
学
者
・

蔵
田
伸
雄
の
問
題
提
起
を
参
照
し
て
み
よ
う
。

　

蔵
田
は
、
本
章
を
「
わ
れ
わ
れ
に
は
未
来
に
対
す
る
責
任
が
あ
る）

12
（

。」

と
い
う
言
葉
と
と
も
に
始
め
て
い
る
。
こ
れ
は
、
彼
自
身
取
り
上
げ
て
い

る
よ
う
に
「
世
代
間
倫
理
」
研
究
の
先
駆
者
で
あ
る
ヨ
ナ
ス
を
念
頭
に
置

い
て
の
言
説
で
あ
る
。「
地
球
環
境
、
あ
る
い
は
あ
る
地
域
の
環
境
を
損

な
う
こ
と
な
く
残
し
て
お
く
の
か
、
そ
れ
と
も
環
境
に
不
可
逆
的
な
変
化

を
引
き
起
こ
し
て
し
ま
う
の
か
は
わ
れ
わ
れ
次
第
で
あ
る）

13
（

。」
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
彼
に
よ
る
世
代
間
倫
理
の
定
義
は
、
端
的
に
「
未
来
世
代
に

対
す
る
倫
理
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
だ
け
で
は
定
義
と
し
て
は
抽

象
的
で
あ
る
た
め
、
や
や
詳
し
く
述
べ
た
箇
所
を
引
用
し
て
み
よ
う
。

　
「
世
代
間
倫
理
」
と
は
、
ひ
と
こ
と
で
い
え
ば
政
策
や
個
々
人
の
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レ
ン
ド
ー
ル
（M

atthew
 R

endall

）
の
「
気
候
変
動
と
災
害
の
脅
威）

19
（

」

等
が
挙
げ
ら
れ
る
。
い
ず
れ
の
論
文
で
も
、
現
在
世
代
と
未
来
世
代
の
間

で
の
「
正
義
」
や
「
公
正
」
の
問
題
が
扱
わ
れ
て
い
る
。

（
二
）
人
口
問
題
と
そ
れ
に
伴
う
資
源
枯
渇
・
生
物
多
様
性
喪
失
の
問
題

　

哲
学
・
比
較
文
明
論
の
立
場
か
ら
服
部
英
二
が
、『
文
明
間
の
対
話
』

（
麗
澤
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
三
年
）
や
『
文
明
は
虹
の
大
河
│
服
部
英

二
文
明
論
集
』（
麗
澤
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
九
年
）、『
未
来
を
創
る
地

球
倫
理
│
い
の
ち
の
輝
き
・
こ
こ
ろ
の
世
紀
へ
』（
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
所
、

二
〇
一
三
年
）、『
未
来
世
代
の
権
利
│
地
球
倫
理
の
先
覚
者
、
J
・
Y
・

ク
ス
ト
ー
』（
服
部
英
二
編
著
、
藤
原
書
店
、
二
〇
一
五
年
）
等
の
中
で

再
三
、
人
口
爆
発
と
資
源
の
枯
渇
あ
る
い
は
生
物
多
様
性
の
滅
失
に
対
し

て
警
鐘
を
鳴
ら
し
、「
未
来
世
代
の
権
利
」
を
強
調
し
て
き
た
。

　

服
部
の
主
張
は
、
現
在
を
生
き
る
人
々
の
倫
理
性
に
訴
え
か
け
る
と
い

う
意
味
で
は
、
一
定
の
説
得
力
を
持
つ
と
言
え
る
が
、「
未
来
世
代
」
は

未
だ
存
在
し
て
い
な
い
た
め
、
未
来
の
人
々
は
「
現
時
点
」
に
お
い
て
は

「
権
利
」
を
持
た
な
い
と
す
る
見
解
も
存
在
す
る
。
そ
の
た
め
、
未
来
世

代
が
現
在
世
代
に
対
し
て
配
慮
を
請
求
す
る
権
利
を
「
現
時
点
」
で
持
っ

て
い
る
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
「
権
利
説
」
の
見
解
に
関
し
て
は
慎
重
な
議

論
が
求
め
ら
れ
る）

20
（

。
こ
の
点
に
関
し
て
論
者
は
、
未
来
世
代
の
「
権
利
」

（rights
）
で
は
な
く
、
現
在
世
代
の
「
義
務
」（obligations

）
と
い
う

視
点
か
ら
議
論
し
た
方
が
有
益
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
の
よ
う
な
視
点
を

四
、
世
代
間
倫
理
の
応
用
的
研
究

　

本
章
で
は
、
基
本
的
に
「
地
球
環
境
問
題
」
と
の
関
連
で
論
じ
ら
れ
た

「
世
代
間
倫
理
」
の
研
究
を
取
り
上
げ
る
が
、
補
足
的
に
他
の
文
脈
で
論

じ
ら
れ
て
き
た
、
あ
る
い
は
論
じ
ら
れ
る
可
能
性
の
あ
る
「
世
代
間
倫

理
」
の
研
究
を
紹
介
し
た
い
。
こ
こ
で
補
足
的
に
紹
介
す
る
研
究
の
さ
ら

な
る
詳
細
な
検
討
は
、
今
後
の
課
題
と
し
て
お
き
た
い
。

（
一
）�

気
候
変
動
（C

lim
ate�C

hange
）
と
「
世
代
間
正
義
」（Intergeneratinal�

Justice

）
の
問
題

　
「
世
代
間
倫
理
」
と
い
う
言
葉
自
体
は
、
日
本
語
特
有
の
も
の
と
言
わ

れ
て
き
た
が
、
最
近
で
は
欧
米
の
文
献
で
も ‘intergenerational ethics’ 

と
い
う
言
葉
が
登
場
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る）

15
（

。
し
か
し
、
欧
米
で

の
議
論
の
中
心
は
世
代
間
の
「
倫
理
」
で
は
な
く
「
正
義
」
す
な
わ
ち

「
世
代
間
正
義
」
論
で
あ
る
。
こ
の
世
代
間
正
議
論
を
最
も
早
く
（
一
九

七
一
年
に
）
展
開
し
た
の
は
ア
メ
リ
カ
の
哲
学
者
・
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
ル
ズ

（John R
aw

ls, 1921

│2002

）
で
あ
る）

16
（

。

　

こ
こ
で
は
、
世
代
間
正
義
の
視
点
か
ら
地
球
環
境
問
題
、
特
に
気
候
変

動
の
問
題
を
取
り
上
げ
た
最
近
の
論
考
を
紹
介
す
る
。
国
際
法
が
専
門
の

ウ
ェ
イ
ス
（E

dith B
row

n W
eiss

）
の
「
未
来
世
代
へ
の
公
正
を
期
し

て）
17
（

」、
環
境
政
治
学
が
専
門
の
シ
ュ
パ
ー
ト
（Fabian Schuppert

）
の

「
気
候
変
動
の
緩
和
と
世
代
間
正
義）

18
（

」、
政
治
学
・
国
際
関
係
学
が
専
門
の
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か
。
こ
れ
に
関
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
人
類
を
一
掃
す
る
隕
石
の
衝
突
は

こ
れ
ま
で
に
一
度
も
な
か
っ
た
、
と
い
う
理
由
で
退
け
て
い
る
。
こ
れ
に

は
議
論
の
余
地
が
あ
り
そ
う
だ
が
、
高
度
に
天
文
学
そ
の
他
の
自
然
科
学

の
知
見
が
必
要
に
な
る
た
め
、
今
は
こ
れ
以
上
の
議
論
は
省
略
せ
ざ
る
を

得
な
い
。
た
だ
、
仮
に
隕
石
の
衝
突
に
よ
っ
て
人
類
が
滅
亡
す
る
と
い
う

試
算
が
出
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
そ
う
な
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ

と
に
過
ぎ
ず
、
裏
を
返
せ
ば
、
そ
う
な
ら
な
い
未
来
の
到
来
確
率
が
ゼ
ロ

で
な
い
以
上
、「
現
在
世
代
が
未
来
世
代
に
対
し
て
の
義
務
を
放
棄
し
て

も
良
い
」
と
い
う
理
論
は
成
り
立
た
な
い
、
と
論
者
は
主
張
し
て
お
き
た

い
。

　

論
者
は
、
未
来
世
代
の
存
在
の
可
能
性
が
あ
る
限
り
、
現
在
世
代
が
未

来
世
代
に
対
す
る
義
務
を
放
棄
し
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
ト
レ
メ
ル
の
主

張
に
は
、
一
定
程
度
同
意
す
る
。
た
だ
、「
遠
い
未
来
世
代
」（distant 

future generation

）
の
利
害
関
心
あ
る
い
は
、
科
学
や
技
術
の
進
歩
に

関
し
て
は
現
時
点
で
は
厳
密
な
予
測
は
不
可
能
で
あ
る
た
め
、
現
在
世
代

が
ど
の
よ
う
な
義
務
を
遂
行
す
べ
き
な
の
か
、
ま
た
遂
行
で
き
る
の
か
と

い
う
点
に
関
し
て
は
、
さ
ら
な
る
検
討
を
要
す
る）

23
（

。

（
四
）
人
口
減
少
社
会
は
希
望
か
？

　

他
方
、
日
本
の
現
状
を
見
る
と
、
二
〇
〇
四
年
の
一
億
二
千
七
百
八
十

四
万
人
を
ピ
ー
ク
に
人
口
減
少
傾
向
に
あ
る
が
、
科
学
哲
学
・
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
論
・
ケ
ア
論
が
専
門
の
広
井
良
典
は
『
人
口
減
少
社
会
と
い
う
希

念
頭
に
、「
人
口
問
題
」（Population Problem

s

）
と
「
世
代
間
正
義
」

の
問
題
を
考
え
て
み
た
い
。

（
三
）
人
口
問
題
と
世
代
間
正
義
の
問
題

　

最
近
、
世
代
間
正
義
論
の
文
脈
に
お
い
て
、
人
口
問
題
へ
ア
プ
ロ
ー
チ

す
る
研
究
が
登
場
し
て
き
た
。
例
え
ば
、
実
践
哲
学
が
専
門
の
ア
レ
ニ
ウ

ス
（G

ustaf A
rrhenius

）
は
、「
平
等
主
義
と
人
口
変
動
」
に
お
い
て
、

近
年
発
展
し
て
き
た
「
人
口
倫
理
学
」（population ethics

）
の
視
点
か

ら
、
未
来
世
代
へ
の
道
徳
的
義
務
や
世
代
間
正
義
の
問
題
を
論
じ
て
い

る）
21
（

。

　

一
方
、
ト
レ
メ
ル
（Joerg C

het T
rem

m
el

）
22
（

）
は
、
国
連
発
表
（
二
〇

〇
三
年
）
の
人
口
変
動
予
想
と
人
口
学
者
の
見
解
を
も
と
に
、
西
暦
二
三

〇
〇
年
ま
で
に
人
口
が
お
お
よ
そ
九
十
億
人
に
達
す
る
と
仮
定
し
て
議
論

を
始
め
る
。
こ
こ
で
彼
が
強
調
す
る
の
は
、
未
来
世
代
（
少
な
く
と
も
二

三
〇
〇
年
時
点
）
の
人
口
が
ゼ
ロ
に
は
な
ら
な
い
と
推
定
で
き
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
彼
は
結
論
的
に
、
将
来
そ
れ
だ
け
の
人
口
が
存
在
す
る
な

ら
ば
、
現
在
世
代
の
未
来
世
代
に
対
す
る
「
義
務
」（obligations
）
に

関
す
る
議
論
を
正
当
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
し
て
い
る
。
た
だ
、
核

兵
器
等
に
よ
っ
て
人
類
が
絶
滅
す
る
と
い
う
状
況
は
ど
う
か
、
そ
の
場

合
、
義
務
は
生
じ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
反
論
に
対
し
て
、
彼
は
現

在
世
代
の
人
類
は
そ
れ
を
防
ぐ
た
め
の
努
力
が
で
き
る
、
と
い
う
理
由
に

よ
っ
て
退
け
て
い
る
。
で
は
、
隕
石
の
衝
突
に
よ
る
人
類
の
絶
滅
は
ど
う
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は
、
過
去
・
現
在
・
未
来
が
重
層
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

こ
こ
で
広
井
が
指
摘
し
た
民
俗
学
的
な
知
あ
る
い
は
関
心
と
い
う
こ
と

で
言
え
ば
、
日
本
民
俗
学
の
開
拓
者
・
柳
田
國
男
（
一
八
七
五
│
一
九
六

二
）
の
『
遠
野
物
語
』
あ
る
い
は
『
山
の
人
生
』、
さ
ら
に
『
明
治
大
正

史 

世
相
篇
』、『
日
本
の
祭
』、『
先
祖
の
話
』
等
の
作
品
の
中
に
、
世
代

間
倫
理
を
考
え
る
上
で
重
要
な
視
点
が
豊
富
で
あ
る
、
と
論
者
は
考
え

る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、（
六
）
で
取
り
上
げ
る
「
家
の
盛
衰
」
の
問

題
に
も
関
わ
る
の
で
後
ほ
ど
若
干
触
れ
る
が
、
包
括
的
な
議
論
は
「
死
生

学
」（death and life studies

）
や
「
死
生
観
」（one’s view

 of death 

and life

）
の
問
題
と
合
わ
せ
て
、
今
後
の
課
題
と
し
て
お
き
た
い
。

（
五
）
教
育
・
労
働
・
年
金
・
高
齢
者
ケ
ア
等
の
社
会
福
祉
問
題

　

次
に
、
教
育
・
労
働
・
年
金
・
高
齢
者
ケ
ア
等
の
社
会
福
祉
問
題
か
ら

世
代
間
倫
理
ア
プ
ロ
ー
チ
の
展
開
を
取
り
上
げ
た
い
。

　

①
教
育
と
世
代
間
倫
理

　

ま
ず
、
教
育
の
問
題
に
関
し
て
、
例
え
ば
環
境
倫
理
・
他
文
化
教
育
・

教
師
教
育
等
が
専
門
の
リ
（H

uey-li Li

）
は
、「
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

時
代
の
公
民
教
育
再
考
」
に
お
い
て
、
教
育
は
し
ば
し
ば
「
伝
統
的
な
文

化
的
価
値
の
保
存
」（the preservation of traditional cultural 

values
）
に
つ
な
が
る
が
、
一
方
で
教
育
は
一
貫
し
て
「
未
来
志
向
」

（future-oriented
）
で
あ
る
、
と
い
う
世
代
間
倫
理
と
の
関
連
に
お
い
て

望
』（
朝
日
新
聞
出
版
、
二
〇
一
三
年
）
と
い
う
著
書
の
中
で
、
逆
に
そ

の
よ
う
な
現
状
を
肯
定
的
に
捉
え
「
人
口
減
少
社
会
は
日
本
に
と
っ
て

様
々
な
プ
ラ
ス
の
恩
恵
を
も
た
ら
し
う
る
も
の
で
あ
り
、
私
た
ち
の
対
応

に
よ
っ
て
は
、
む
し
ろ
現
在
よ
り
も
は
る
か
に
大
き
な
『
豊
か
さ
』
や
幸

福
が
実
現
さ
れ
て
い
く
社
会
の
姿
で
あ
る
と
考
え
て
い
る）

24
（

。」
と
述
べ
て

い
る
。

　

こ
れ
は
世
代
間
倫
理
の
視
点
か
ら
見
る
と
重
要
な
言
及
で
あ
る
が
、
特

に
「
未
来
世
代
の
利
益
」（
こ
こ
で
は
「
豊
か
さ
」
と
い
う
表
現
）
が
希

望
的
に
予
測
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
論
者
の
見
た
と
こ
ろ
本
書

で
は
、
そ
れ
ほ
ど
明
確
に
「
未
来
世
代
の
利
益
」
の
内
容
が
提
示
さ
れ
て

い
る
と
は
言
え
な
い
。
あ
る
の
は
未
来
へ
の
展
望
・
ビ
ジ
ョ
ン
に
関
す
る

議
論
で
あ
り
、
何
が
未
来
世
代
の
受
け
取
る
利
益
で
あ
る
の
か
、
と
い
う

議
論
は
乏
し
い
。

　

た
だ
、
広
井
は
別
の
文
献
で
興
味
深
い
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
そ
れ

は
、「
民
俗
学
的
な
知
」
と
「
近
代
科
学
的
な
知
」
の
融
合
と
い
う
視
点

の
提
示
で
あ
る
。
そ
の
例
と
し
て
、
通
常
の
意
味
の
学
問
的
著
作
で
は
な

い
と
断
り
つ
つ
、
漫
画
家
の
手
塚
治
虫
（
一
九
二
八
│
一
九
八
九
）
の

『
火
の
鳥
』
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
広
井
は
「
遠
い
過
去
や
土
着
的
な
も
の

へ
の
関
心
、
い
い
か
え
る
と
民
俗
学
的
・
歴
史
学
的
な
関
心
と
い
っ
た
も

の
と
、
未
来
や
科
学
や
宇
宙
へ
の
近
代
的
な
関
心

│
こ
の
両
者
は
あ
る

意
味
で
か
な
り
異
質
な
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
が
、『
火
の
鳥
』
に
お
い
て

は
そ
の
両
方
が
融
合
し
て
い
る）

25
（

」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
広
井
の
議
論
で
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展
開
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。

　

②
労
働
・
年
金
・
高
齢
者
ケ
ア
の
問
題

　

教
育
の
問
題
に
続
い
て
の
社
会
福
祉
問
題
と
し
て
、
労
働
・
年
金
問
題

あ
る
い
は
高
齢
者
の
ケ
ア
の
問
題
が
挙
げ
ら
れ
る
。
前
者
（
労
働
・
年

金
）
の
問
題
を
世
代
間
倫
理
（
正
義
）
の
文
脈
で
取
り
上
げ
た
研
究
と
し

て
は
、
ア
ル
ト
マ
ン
（N

ancy J. A
ltm

an

）
の
「
応
答
│
社
会
保
障
と

世
代
間
正
義
」
が
あ
る
。
彼
は
、
こ
の
論
文
で
「
社
会
保
障
」（Social 

Security

）
に
「
健
康
保
険
」（M

edicare

）
を
含
め
ず
に
考
察
し
て
い

る）
28
（

。

　

ま
た
、「
年
金
」
に
関
し
て
財
政
学
が
専
門
の
神
野
直
彦
は
、
ス
ウ
ェ

ー
デ
ン
の
事
例
を
挙
げ
な
が
ら
「
世
代
間
連
帯
」
と
い
う
視
点
か
ら
以
下

の
よ
う
な
重
要
な
指
摘
を
し
て
い
る
。
彼
は
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
、
高

齢
者
は
お
金
の
た
め
で
は
な
く
、
他
者
を
幸
福
に
す
る
た
め
に
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
で
働
く
の
で
す
。
労
働
市
場
で
働
く
権
利
は
次
の
世
代
に
譲
っ
て
い

く
。
年
金
と
い
う
の
は
、
世
代
間
連
帯
の
お
金
な
ん
で
す
。『
私
に
職
を

譲
っ
て
く
だ
さ
い
。
そ
の
代
わ
り
、
あ
な
た
の
老
後
の
生
活
は
ち
ゃ
ん
と

面
倒
見
ま
す
よ
』
と
い
う
世
代
間
連
帯
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
込
め
ら
れ
て
い

る）
29
（

。」
と
述
べ
、「
世
代
間
連
帯
」
の
促
進
剤
と
し
て
の
「
年
金
」
の
側
面

を
強
調
し
て
い
る）

30
（

。

　

後
者
（
高
齢
者
の
ケ
ア
）
の
問
題
に
関
し
て
は
、
子
ど
も
や
家
族
に
関

す
る
公
共
政
策
が
専
門
の
ア
イ
ザ
ッ
ク
ス
（Julia B

. Isacs

）
の
「
子
ど

非
常
に
重
要
な
視
点
を
提
供
し
て
い
る）

26
（

。

　

こ
の
論
文
で
リ
は
、
科
学
と
技
術
の
進
歩
が
生
態
系
へ
の
リ
ス
ク
を
高

め
た
事
実
を
確
認
し
、
未
来
は
ま
す
ま
す
不
確
実
に
な
っ
た
と
指
摘
す

る
。
そ
の
上
で
、
公
民
教
育
が
、
現
在
世
代
の
未
来
世
代
に
対
す
る
道
徳

的
責
任
に
つ
い
て
の
新
し
い
考
え
方
を
提
示
す
る
必
要
性
を
強
調
し
て
い

る
。
結
論
的
に
は
、
現
在
世
代
が
未
来
世
代
の
在
り
方
を
決
定
す
る

「
力
」（pow

er

）
を
持
つ
た
め
、
そ
の
力
を
「
思
慮
」（prudence

）
と

「
注
意
」（caution

）
を
持
っ
て
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う

点
に
そ
の
主
張
が
集
約
さ
れ
て
い
る
。
公
民
教
育
が
果
た
す
べ
き
役
割
を

示
し
た
研
究
と
し
て
評
価
に
値
す
る
が
、
ビ
ジ
ョ
ン
を
示
し
た
点
に
留
ま

り
、
い
ま
ひ
と
つ
具
体
性
に
欠
け
る
。
し
か
し
、
こ
の
分
野
（
世
代
間
倫

理
と
教
育
）
の
先
行
研
究
と
し
て
は
、
重
要
な
位
置
を
占
め
る
の
は
確
か

で
あ
る
。

　

次
に
検
討
す
る
の
は
哲
学
・
国
際
関
係
学
が
専
門
の
ボ
ー
マ
ン

（Jam
es B

ohm
an

）
の
「
子
ど
も
た
ち
と
市
民
権
│
非
支
配
と
世
代
間

正
義）

27
（

」
で
あ
る
。
ボ
ー
マ
ン
は
、「
子
ど
も
の
権
利
条
約
」（C

onvention 

on the R
ights of the C

hild

）
の
検
討
か
ら
論
を
起
こ
し
、
そ
こ
で
説

か
れ
て
い
る
子
ど
も
の
諸
権
利
を
、
未
来
世
代
へ
拡
張
す
る
必
要
性
を
主

張
す
る
。
彼
は
繰
り
返
し
個
人
の
利
益
だ
け
で
は
な
く
、
未
来
世
代
の
利

益
を
考
慮
す
る
必
要
性
に
言
及
し
て
い
る
。
彼
の
論
文
は
「
子
ど
も
の
権

利
条
約
」
の
現
在
志
向
性
を
未
来
志
向
性
に
転
換
す
る
視
点
を
提
供
し
た

点
で
独
自
性
が
あ
る
が
、
理
論
や
哲
学
ベ
ー
ス
で
、
そ
れ
ほ
ど
具
体
的
な
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行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
あ
の
世
の
平
和
の
た
め
に
、
こ
れ
が
何
よ
り
も
必
要
で

あ
っ
た
か
ら
で
あ
る）

34
（

。」
と
述
べ
、「
死
後
の
幸
福
」
あ
る
い
は
「
あ
の
世

の
平
和
」
と
い
う
あ
る
種
、
個
人
的
な
利
益
の
た
め
に
「
家
の
永
続
」
を

願
う
と
い
う
視
点
（
あ
る
い
は
事
実
）
を
提
示
し
て
い
る
の
は
興
味
深

い
。
上
で
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
れ
に
関
し
て
は
死
生
学
の
観
点
か
ら
別
の

機
会
に
論
じ
て
み
た
い
。

　

②
地
域
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
盛
衰
に
つ
い
て

　

一
方
、
地
域
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
お
け
る
「
世
代
間
倫
理
」
の
実
践
例

と
し
て
、
例
え
ば
、
宗
教
社
会
学
が
専
門
の
冬
月
律
は
「
世
代
間
倫
理
」

あ
る
い
は
「
未
来
倫
理
」
と
い
う
直
接
的
な
表
現
は
し
て
い
な
い
が
、
過

疎
集
落
に
お
け
る
氏
神
信
仰
の
実
態
と
継
承
に
関
し
て
、
高
知
県
の
高
岡

郡
の
あ
る
地
区
と
集
落
を
事
例
に
調
査
を
行
っ
た
。
そ
の
成
果
が
『
モ
ラ

ロ
ジ
ー
研
究 

第
七
三
号
』（
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
所
、
二
〇
一
四
年
）
掲
載

の
「
過
疎
集
落
に
お
け
る
氏
神
信
仰
の
実
態
│
高
知
県
高
岡
郡
の
旧
川
口

地
区
の
氏
子
の
語
り
か
ら
│
」
と
『
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究 

第
七
五
号
』（
モ

ラ
ロ
ジ
ー
研
究
所
、
二
〇
一
五
年
）
掲
載
の
「
過
疎
集
落
に
お
け
る
氏
神

信
仰
の
継
承
│
高
知
県
高
岡
郡
の
旧
桧
生
原
集
落
を
事
例
に
│
」
で
あ

る
。

　

後
者
の
研
究
で
は
、「
継
承
」
と
い
う
「
世
代
間
倫
理
」
に
お
け
る
一

つ
の
重
要
な
視
点
を
軸
に
、
①
伝
統
芸
能
の
現
状
、
②
伝
統
芸
能
の
継
承

と
そ
の
意
義
、
③
伝
統
芸
能
の
継
承
が
抱
え
る
問
題
点
が
明
ら
か
に
さ
れ

も
た
ち
と
高
齢
者
に
か
か
る
費
用
│
問
題
の
概
観）

31
（

」
や
、
医
療
倫
理
が
専

門
の
キ
ャ
ラ
ハ
ン
（D

aniel C
allahan

）
の
「
私
た
ち
は
高
齢
者
の
た
め

に
保
健
医
療
を
割
り
当
て
る
べ
き
な
の
か）

32
（

」
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
六
）�

家
・
地
域
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
企
業
・
国
家
の
盛
衰
及
び
歴
史
認
識

の
問
題

　

①
家
の
盛
衰
に
つ
い
て

　

こ
の
分
野
か
ら
の
世
代
間
倫
理
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
は
、
そ
れ
ほ
ど
先

行
研
究
が
見
当
た
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
伝
統
的
に
儒
教
圏
の
国
に
お

い
て
は
、
家
（
名
）
の
存
続
・
永
続
へ
の
思
い
が
強
い
こ
と
が
歴
史
を
振

り
返
れ
ば
分
か
る
。

　

ま
た
、
法
学
博
士
・
廣
池
千
九
郎
（
一
八
六
六
│
一
九
三
八
）
が
創
建

し
た
モ
ラ
ロ
ジ
ー
（M

oralogy

）
に
お
い
て
も
、「
家
の
存
続
・
永
続
」

に
関
す
る
記
述
は
、『
新
科
学
と
し
て
の
モ
ラ
ロ
ジ
ー
を
確
立
す
る
た
め

の
最
初
の
試
み
と
し
て
の
道
徳
科
学
の
論
文
』（
昭
和
三
年
、
初
版
発
行
）

や
『
孝
道
の
科
学
的
研
究
』（
昭
和
五
年
、
初
版
発
行
）
そ
の
他
の
著
作

に
顕
著
で
あ
る
が
、
同
時
代
の
柳
田
國
男
も
「
家
永
続
の
願
い
」
と
い
う

文
章
を
書
い
て
い
る
。
こ
れ
は
、
昭
和
五
年
（
一
九
三
〇
年
）
と
い
う
年

代
に
書
か
れ
た
も
の）

33
（

だ
が
、
現
代
的
に
も
古
く
な
い
視
点
が
あ
る
。
例
え

ば
柳
田
は
「
死
ん
で
自
分
の
血
を
分
け
た
者
か
ら
祭
ら
れ
ね
ば
、
死
後
の

幸
福
は
得
ら
れ
な
い
と
い
う
考
え
方
が
、
い
つ
の
昔
か
ら
と
も
な
く
わ
れ

わ
れ
の
親
た
ち
に
抱
か
れ
て
い
た
。
家
の
永
続
を
希
う
心
も
、
い
つ
か
は
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立
っ
た
研
究
は
存
在
し
な
い
。
こ
の
分
野
に
関
し
て
は
、
経
営
学
あ
る
い

は
道
徳
経
済
一
体
思
想
等
の
専
門
学
者
に
よ
る
開
拓
が
望
ま
れ
る）

37
（

。

　

④
国
家
の
盛
衰
と
歴
史
認
識
の
問
題

　

こ
の
分
野
は
、
伝
統
的
に
歴
史
学
や
政
治
学
、
社
会
学
、
政
治
哲
学
等

が
担
っ
て
き
た
課
題
で
あ
る
が
、
管
見
の
限
り
、「
世
代
間
倫
理
」
の
文

脈
で
語
っ
て
い
る
文
献
は
存
在
し
な
い
。

　

し
か
し
な
が
ら
、「
世
代
間
倫
理
」
の
視
座
か
ら
、
歴
史
を
捉
え
た
発

言
と
し
て
、
例
え
ば
一
九
八
五
年
五
月
八
日
、
戦
後
四
十
年
の
節
目
の
年

に
、
当
時
の
西
ド
イ
ツ
大
統
領
ヴ
ァ
イ
ツ
ゼ
ッ
カ
ー
（R

ichard von 

W
eizsäcker, 1920

│2015

）
が
演
説
に
お
い
て
「
問
題
は
過
去
を
克
服
す

る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
さ
よ
う
な
こ
と
が
で
き
る
わ
け
は
あ
り
ま
せ

ん
。
後
に
な
っ
て
過
去
を
変
え
た
り
、
起
こ
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
す
る
わ

け
に
は
ま
い
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
過
去
に
目
を
閉
ざ
す
者
は
結
局
の
と
こ

ろ
現
在
に
も
盲
目
と
な
り
ま
す
。
非
人
間
的
な
行
為
を
心
に
刻
も
う
と
し

な
い
者
は
、
ま
た
そ
う
し
た
危
険
に
陥
り
や
す
い
の
で
す）

38
（

。」
と
述
べ
た

こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
彼
の
発
言
は
歴
史
認
識
あ
る
い
は
、
国
の
進
路
を

探
る
際
に
示
唆
に
富
ん
で
い
る
が
、
こ
こ
に
示
し
た
「
過
去
に
目
を
閉
ざ

す
者
は
結
局
の
と
こ
ろ
現
在
に
も
盲
目
と
な
り
ま
す
。」
の
「
現
在
」
に

加
え
て
、「
未
来
」
に
対
し
て
も
盲
目
に
な
る
こ
と
を
危
惧
す
る
こ
と
が
、

「
世
代
間
倫
理
」
の
論
点
に
お
い
て
は
重
要
と
な
る
。

　

一
方
、
日
本
の
安
倍
晋
三
首
相
が
、
昨
年
（
二
〇
一
五
年
）
の
八
月
十

て
い
る
。

　

冬
月
は
、
当
集
落
（
旧
桧
生
原
集
落
）
に
お
け
る
氏
神
信
仰
の
継
承
の

ま
と
め
と
し
て
、「
当
集
落
は
、
伝
統
芸
能
を
村
の
共
同
作
業
の
中
に
位

置
づ
け
、
地
域
を
離
れ
る
ま
で
の
限
ら
れ
た
時
間
の
間
、
子
ど
も
た
ち
に

は
複
合
的
か
つ
反
復
的
に
伝
え
る
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
へ
て
、
氏
神
信
仰

が
継
承
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る）

35
（

。」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
「
複
合

的
」
は
「
教
育
的
」
と
も
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
子
ど
も
た
ち
に
対
し
て
、

強
制
的
に
な
ら
ず
、
普
段
の
行
動
の
中
で
無
理
な
く
「
氏
神
信
仰
」
が
継

承
さ
れ
て
い
く
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

た
だ
一
方
で
、
論
者
は
地
域
を
離
れ
た
子
ど
も
た
ち
の
「
将
来
」
に
関

心
が
あ
る
。
冬
月
は
「
小
学
生
か
ら
中
学
生
時
代
に
覚
え
た
伝
統
芸
能
を

通
し
て
の
経
験
が
、
そ
の
ま
ま
大
人
に
な
っ
て
も
影
響
す
る
こ
と
は
言
う

ま
で
も
な
い）

36
（

。」
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
ど
の
よ
う
に
影
響
す
る
の
だ
ろ

う
か
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
実
証
的
に
明
示
で
き
れ
ば
「
世
代
間
倫
理
」

あ
る
い
は
「
未
来
倫
理
」（
ヨ
ナ
ス
）
の
一
つ
の
重
要
な
可
能
性
・
実
践

性
・
実
効
性
を
提
示
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

　

③
企
業
の
盛
衰
の
問
題

　

企
業
の
盛
衰
の
問
題
は
、
古
く
か
ら
主
に
経
営
学
の
分
野
で
議
論
さ
れ

て
き
た
。
モ
ラ
ロ
ジ
ー
で
も
企
業
の
永
続
・
発
展
は
一
つ
の
大
き
な
テ
ー

マ
と
し
て
存
在
す
る
。
企
業
の
永
続
・
発
展
を
考
察
す
る
研
究
が
こ
れ
ま

で
に
多
く
な
さ
れ
て
い
る
が
、「
世
代
間
倫
理
」
と
い
う
視
点
か
ら
の
目
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「
敗
戦
後
論
」
を
取
り
上
げ
な
が
ら
、
加
藤
が
言
う
よ
う
な
敗
戦
「
後
」

は
存
在
し
な
い
、「
敗
戦
」
そ
の
も
の
が
決
し
て
過
ぎ
去
ら
な
い
、
と
い

う
意
味
を
込
め
、
日
本
の
現
状
を
「
永
続
敗
戦
」
と
呼
ん
だ
。
問
題
の
核

心
部
分
で
白
井
は
、「
敗
戦
の
帰
結
と
し
て
の
政
治
・
経
済
・
軍
事
的
な

意
味
で
の
直
接
的
な
対
米
従
属
構
造
が
永
続
化
さ
れ
る
一
方
で
、
敗
戦
そ

の
も
の
を
認
識
に
お
い
て
巧
み
に
隠
蔽
す
る
（
＝
そ
れ
を
否
認
す
る
）
と

い
う
日
本
人
の
大
部
分
の
歴
史
認
識
・
歴
史
的
意
識
の
構
造
が
変
化
し
て

い
な
い
、
と
い
う
意
味
で
敗
戦
は
二
重
化
さ
れ
た
構
造
を
な
し
つ
つ
継
続

し
て
い
る）

40
（

。」
と
「
永
続
敗
戦
」
状
態
の
内
実
に
言
及
し
て
い
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
よ
り
未
来
へ
拓
い
た
形
で
論
が
展
開
さ
れ
た
『
脱
永

続
敗
戦
論
│
民
主
主
義
を
知
ら
な
い
国
の
未
来
│
』（
朝
日
新
聞
出
版
、

二
〇
一
五
年
）
が
、
公
共
哲
学
・
政
治
哲
学
を
専
門
と
す
る
小
川
仁
志
に

よ
っ
て
著
さ
れ
た
。
小
川
は
、
白
井
の
言
う
「
永
続
敗
戦
」
と
い
う
日
本

の
現
状
を
認
め
つ
つ
、
議
論
の
対
象
を
「
戦
後
」
に
限
定
せ
ず
、
二
つ
の

方
向
に
敷
衍
す
る
必
要
性
に
言
及
す
る
。
す
な
わ
ち
①
近
代
化
が
始
ま
っ

た
明
治
以
降
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
の
日
本
人
の
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
が
形
成
さ

れ
は
じ
め
た
時
代
か
ら
、
こ
の
先
の
未
来
ま
で
含
め
て
考
え
る
こ
と
、
②

対
米
従
属
の
政
治
状
況
を
論
難
す
る
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
日
本
が
近
代

国
家
と
し
て
民
主
主
義
を
確
立
す
る
方
法
を
提
案
す
る
こ
と
、
で
あ
る
。

　

論
者
は
、
世
代
間
倫
理
ア
プ
ロ
ー
チ
の
重
要
な
可
能
性
を
、
以
下
の
点

に
見
出
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
現
在
だ
け
で
も
な
く
、
過
去
だ
け
で
も
な

く
、
未
来
だ
け
で
も
な
く
、
過
去
・
現
在
・
未
来
へ
と
貫
か
れ
た
視
座
か

四
日
に
発
表
し
た
談
話
（「
平
成
二
十
七
年
八
月
十
四
日 

内
閣
総
理
大
臣

談
話
」）
の
冒
頭
に
「
終
戦
七
十
年
を
迎
え
る
に
あ
た
り
、
先
の
対
戦
へ

の
道
の
り
、
戦
後
の
歩
み
、
二
十
世
紀
と
い
う
時
代
を
、
私
た
ち
は
、
心

静
か
に
振
り
返
り
、
そ
の
歴
史
の
教
訓
の
中
か
ら
、
未
来
へ
の
知
恵
を
学

ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ま
す
。）

39
（

」
と
あ
り
、
こ
こ
か
ら
は
日
本
あ

る
い
は
諸
外
国
と
の
関
係
を
未
来
に
拓
こ
う
と
い
う
努
力
が
見
ら
れ
一
定

程
度
評
価
さ
れ
る
が
、「
未
来
志
向
」
は
や
や
も
す
る
と
、「
過
去
」
を
置

き
去
り
に
す
る
、
あ
る
い
は
「
現
在
」
を
蔑
ろ
に
す
る
よ
う
な
「
引
き
伸

ば
し
」
に
も
な
り
か
ね
な
い
た
め
、
議
論
は
慎
重
を
要
す
る
。

　

続
け
て
、
敗
戦
国
の
日
本
を
例
に
取
る
が
、
歴
史
認
識
と
の
関
連
で
、

戦
後
論
あ
る
い
は
戦
後
責
任
論
に
つ
い
て
の
議
論
が
、
戦
後
の
知
識
人
に

よ
っ
て
種
々
な
さ
れ
て
き
た
。

　

例
え
ば
、
文
芸
評
論
家
の
加
藤
典
洋
が
著
し
た
「
敗
戦
後
論
」（『
敗
戦

後
論
』、
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
五
年
、
九
│
一
〇
三
頁
所
収
）
は
一
九
九

五
年
（
終
戦
五
十
年
）
の
初
出
だ
が
、
こ
れ
は
後
の
戦
後
論
・
戦
後
思
想

に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
「
戦
後
」
と
「
戦
後
責
任
」
に
関
す
る
評
論
で

あ
る
。
ま
た
、
日
本
思
想
史
が
専
門
の
伊
東
祐
吏
は
『
戦
後
論
│
日
本
人

に
戦
争
を
し
た
「
当
事
者
意
識
」
は
あ
る
の
か
│
』（
平
凡
社
、
二
〇
一

〇
年
）
に
お
い
て
、
加
藤
の
「
敗
戦
後
論
」
を
批
判
的
に
継
承
し
、
戦
後

知
識
人
の
戦
後
論
及
び
戦
後
責
任
論
を
網
羅
的
に
検
討
し
て
い
る
。

　

一
方
、
政
治
学
・
社
会
思
想
が
専
門
の
白
井
聡
は
、
二
〇
一
三
年
に

『
永
続
敗
戦
論
│
戦
後
日
本
の
核
心
│
』（
太
田
出
版
）
を
著
し
、
加
藤
の
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「
自
然
」
と
い
う
遺
産
を
、
少
な
く
と
も
受
け
取
っ
た
程
度
に
は
そ
の
状

態
を
保
ち
、
未
来
世
代
へ
引
き
渡
す
責
務
が
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
ロ
ッ
ク

的
但
し
書
き）

43
（

」
に
則
っ
て
言
え
ば
、
現
在
世
代
は
「
十
分
な
善
き
も
の
」

を
未
来
世
代
に
引
き
渡
す
責
務
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
視

点
は
、
本
稿
で
は
触
れ
な
か
っ
た
が
、
モ
ラ
ロ
ジ
ー
の
義
務
先
行
説
に
も

一
脈
通
ず
る
と
考
え
ら
れ
、
現
在
世
代
の
「
義
務
先
行
」
に
よ
っ
て
未
来

世
代
に
「
利
益
」
や
「
権
利
」
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る）

44
（

。
さ
ら
に

現
在
世
代
の
「
伝
統
祖
述
」
と
い
う
生
き
方
の
観
点
か
ら
は
、
現
在
の
科

学
・
技
術
の
継
承
と
発
展
の
側
面
だ
け
で
な
く
、「
見
直
し
」
と
い
っ
た

側
面
も
問
わ
れ
る）

45
（

。
し
か
し
、
現
在
の
よ
う
に
発
展
し
た
文
明
社
会
の
あ

り
方
を
急
激
に
変
え
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
自
然
観
や
人
間
観
、
世
界

観
等
の
見
直
し
か
ら
始
め
て
、
漸
次
的
に
、
人
類
及
び
地
球
存
続
の
未
来

へ
向
け
て
の
歩
み
が
必
要
で
あ
る
。

（
二
）�

人
口
問
題
と
そ
れ
に
伴
う
資
源
枯
渇
・
生
物
多
様
性
喪
失
の
問
題
と

世
代
間
倫
理
の
視
点
か
ら

　

こ
の
視
点
か
ら
は
、
未
来
世
代
の
人
口
が
ゼ
ロ
で
な
い
と
い
う
見
込
み

が
あ
る
限
り
、
現
在
世
代
は
未
来
世
代
へ
の
責
務
を
放
棄
し
て
は
な
ら
な

い
、
と
い
う
結
論
を
得
た
。
一
方
、
人
口
減
少
傾
向
に
あ
る
日
本
に
お
い

て
、
逆
に
そ
の
状
況
に
希
望
を
見
出
す
、
と
い
う
広
井
の
視
点
を
手
が
か

り
に
、
現
在
世
代
の
未
来
へ
の
方
向
性
を
探
っ
た
。
さ
ら
に
広
井
の
別
の

立
論
に
よ
っ
て
、「
民
俗
学
的
な
知
」
と
「
近
代
科
学
的
な
知
」
の
融
合

ら
物
事
を
検
討
す
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
こ
こ
に
あ
げ
た

小
川
の
論
理
展
開
は
、
非
常
に
重
要
で
あ
る
と
考
え
る）

41
（

。

　

昨
年
（
二
〇
一
五
年
）
は
戦
後
七
十
年
の
節
目
を
迎
え
、
特
に
そ
の
関

連
で
の
多
く
の
書
籍
や
論
文
が
世
に
問
わ
れ
て
い
る
。
今
一
度
、「
世
代

間
倫
理
」
と
い
う
視
点
か
ら
、
何
を
省
み
、
何
を
受
け
継
ぎ
、
何
を
未
来

世
代
に
伝
え
て
い
く
の
か
を
考
え
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る）

42
（

。

五
、
お
わ
り
に

│
ま
と
め
と
今
後
の
課
題

│

　

こ
こ
ま
で
、
過
去
・
現
在
・
未
来
と
い
う
時
間
軸
に
依
っ
て
立
ち
、

「
世
代
間
倫
理
」
研
究
の
諸
相
を
整
理
す
る
こ
と
で
、「
未
来
世
代
へ
の
利

他
性
」
を
考
え
る
た
め
の
手
が
か
り
を
探
求
し
て
き
た
。

　

本
稿
を
締
め
く
く
る
に
あ
た
り
、
ま
と
め
と
と
も
に
、
冒
頭
で
掲
げ
た

「
未
来
世
代
へ
の
利
他
性
の
内
容
は
何
か
？
」
及
び
「
現
在
世
代
は
未
来

世
代
の
た
め
に
何
が
で
き
る
の
か
？
」
と
い
う
二
つ
の
問
い
に
つ
い
て
、

現
時
点
で
の
論
者
の
答
え
を
示
し
て
お
き
た
い
。

　

前
者
と
後
者
の
問
い
は
、
別
個
に
答
え
る
よ
り
も
、
ま
と
め
て
答
え
た

方
が
、
問
題
の
焦
点
が
明
確
に
な
る
た
め
、
そ
の
よ
う
な
方
法
を
取
る
。

　

こ
こ
に
挙
げ
た
問
い
に
対
す
る
答
え
を
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
た
。

（
一
）
科
学
・
技
術
の
発
展
と
地
球
環
境
問
題
と
世
代
間
倫
理
の
視
点
か
ら

　

現
在
世
代
は
未
来
世
代
に
対
し
て
、
過
去
世
代
か
ら
引
き
継
い
で
来
た
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る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
後
ほ
ど
、
今
後
の
課
題
と
と
も
に
再
び
提
示
す

る
。

　

地
域
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
存
続
に
関
し
て
は
、
過
疎
化
や
少
子
化
の
問

題
、
若
者
の
地
域
離
れ
の
問
題
も
含
め
て
、
今
後
さ
ら
に
世
代
間
倫
理
の

視
点
か
ら
の
研
究
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。

　

企
業
の
盛
衰
に
関
し
て
は
、
従
来
の
経
営
学
あ
る
い
は
経
営
倫
理
、
道

徳
経
済
一
体
思
想
等
と
の
関
連
で
、
世
代
間
倫
理
の
視
点
か
ら
の
研
究
が

可
能
か
ど
う
か
。
今
後
の
研
究
が
望
ま
れ
る
。

　

国
家
の
盛
衰
あ
る
い
は
歴
史
認
識
の
問
題
と
世
代
間
倫
理
の
視
点
に
つ

い
て
は
、
問
題
の
切
り
口
が
い
く
つ
も
考
え
ら
れ
る
が
、
今
回
取
り
上
げ

た
の
は
主
に
、
戦
後
論
・
戦
後
責
任
論
に
関
し
て
で
あ
っ
た
。
過
去
・
現

在
・
未
来
へ
と
貫
か
れ
た
視
点
か
ら
歴
史
を
見
た
と
き
、
現
在
世
代
は
何

を
省
み
、
何
を
受
け
継
ぎ
、
未
来
世
代
に
何
を
伝
え
て
い
け
ば
よ
い
の

か
。
戦
後
七
十
年
の
今
、
歴
史
認
識
を
世
代
間
倫
理
の
視
点
か
ら
考
え
る

こ
と
は
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

　

で
は
最
後
に
、
今
後
へ
向
け
て
の
問
題
意
識
に
関
連
さ
せ
て
、
新
た
な

課
題
に
言
及
し
て
本
稿
を
終
え
た
い
。

　

こ
こ
ま
で
「
世
代
間
倫
理
」
に
関
し
て
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
肯
定
的
に

検
討
し
て
き
た
の
で
、
以
下
の
問
題
意
識
は
逆
説
的
に
な
る
か
も
し
れ
な

い
。
昨
今
の
人
々
は
以
前
ほ
ど
「
存
続
」
や
「
永
続
」
と
い
う
「
価
値
」

に
重
き
を
置
か
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
論
者
は
考
え
て
い

と
い
う
視
点
を
得
た
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、「
死
生
学
」
や
「
死
生
観
」

と
い
う
問
題
か
ら
、
さ
ら
な
る
検
討
が
必
要
と
な
る
。

（
三
）�

教
育
・
労
働
・
年
金
・
高
齢
者
ケ
ア
等
の
社
会
福
祉
問
題
と
世
代
間

倫
理
の
視
点
か
ら

　

教
育
と
世
代
間
倫
理
に
関
し
て
得
ら
れ
た
知
見
は
、「
伝
統
的
な
文
化

的
価
値
の
保
存
」
と
い
う
過
去
か
ら
の
視
点
と
、「
未
来
志
向
」
と
い
う

未
来
へ
の
視
点
が
交
差
す
る
と
こ
ろ
に
、
教
育
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
子
ど
も
の
権
利
条
約
」
の
未
来
志
向
性
へ
の

転
換
と
い
う
視
点
が
得
ら
れ
た
。

　

労
働
・
年
金
の
視
点
か
ら
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
事
例
を
も
と
に
、

「
年
金
」
と
は
労
働
者
（
現
役
世
代
）
と
高
齢
者
（
引
退
世
代
）
の
「
世

代
間
連
帯
の
お
金
」
と
い
う
知
見
を
参
照
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
高
齢
者

ケ
ア
の
問
題
に
関
し
て
は
、
具
体
的
に
検
討
で
き
な
か
っ
た
が
、
こ
の
年

金
の
例
で
見
た
よ
う
に
、
世
代
間
の
連
帯
が
促
進
で
き
る
方
向
に
進
む
の

が
望
ま
し
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
四
）�

家
・
地
域
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
企
業
・
国
家
の
盛
衰
及
び
歴
史
認
識

と
世
代
間
倫
理
の
視
点
か
ら

　
「
家
の
永
続
」
と
い
う
観
点
は
、
廣
池
や
柳
田
の
生
き
た
時
代
に
は
顕

著
で
あ
っ
た
が
、
現
在
は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
こ

の
こ
と
は
、「
世
代
間
倫
理
」
自
体
の
意
味
を
問
い
直
す
こ
と
に
つ
な
が
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成
立
の
条
件
に
関
す
る
考
察
で
あ
る
。「
存
続
」
や
「
発
展
」、「
永
続
」

と
い
う
「
結
果
」
に
魅
力
が
な
く
、
刹
那
的
あ
る
い
は
現
在
志
向
的
な
視

野
が
支
配
す
る
現
代
的
価
値
観
に
お
い
て
、「
世
代
間
倫
理
」
の
意
義
を

問
い
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
問
題
は
、「
世
代
間
倫
理
」
の
成

立
に
対
す
る
疑
義
の
問
題
と
あ
わ
せ
て
、
今
後
の
検
討
課
題
と
し
て
お
き

た
い）

47
（

。参
考
文
献
一
覧
（
但
し
、
注
に
掲
げ
た
文
献
を
除
く
）

邦
文

伊
東
俊
太
郎
『
変
容
の
時
代
│
科
学
・
自
然
・
倫
理
・
公
共
』、
麗
澤
大
学
出
版

会
、
二
〇
一
三
年
。

上
垣
崇
英
・
小
関
周
二
編
『
環
境
哲
学
と
人
間
学
の
架
橋
│
現
代
社
会
に
お
け
る

人
間
の
解
明
』、
世
織
書
房
、
二
〇
一
五
年
。

小
坂
国
継
『
環
境
倫
理
学
ノ
ー
ト
│
比
較
思
想
史
的
考
察
』、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、

二
〇
〇
三
年
。

品
川
哲
彦
『
正
義
と
境
を
接
す
る
も
の
│
責
任
と
い
う
原
理
と
ケ
ア
の
倫
理
』、

ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
二
〇
〇
七
年
。

鈴
村
興
太
郎
編
『
世
代
間
衡
平
性
の
論
理
と
倫
理
』、
東
洋
経
済
新
報
社
、
二
〇

〇
六
年
。

│
﹇
ほ
か
﹈
編
『
世
代
間
関
係
か
ら
考
え
る
公
共
性
│
公
共
哲
学
20
』、
東

京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
六
年
。

高
橋
隆
雄
編
『
将
来
世
代
学
の
構
想
│
幸
福
概
念
の
再
検
討
を
軸
と
し
て
』、
九

州
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
二
年
。

デ
カ
ル
ト
著
・
谷
川
多
佳
子
訳
『
方
法
序
説
』、
岩
波
書
店
（
岩
波
文
庫
）、
一
九

九
七
年
。

る
。
例
え
ば
、
結
婚
を
せ
ず
に
、
子
ど
も
も
要
ら
な
い
、
家
も
継
が
な

い
、
一
生
独
身
で
居
た
い
と
い
う
人
も
珍
し
く
な
い
。
こ
の
事
態
は
、

「
人
類
の
存
続
」
と
い
う
現
在
世
代
の
未
来
世
代
へ
の
究
極
の
倫
理
＝
責

任
と
し
て
提
示
し
た
ヨ
ナ
ス
の
至
上
命
令
に
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
も
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
現
実
的
に
は
、
経
済
状
態
そ
の
他
の
影
響
で
、
結
婚

を
先
延
ば
し
に
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
り
、
子
ど
も
を
産
み
た
く
て
も
産

め
な
か
っ
た
り
、
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
も
存
在
す
る
た
め
、
一
概
に
こ
こ
に

挙
げ
た
義
務
（
も
し
く
は
権
利
）
を
、
各
自
が
好
ん
で
放
棄
す
る
と
い
う

選
択
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
も
押
さ
え
て
お
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
果
た
し
て
人
類
は
こ
の
先
、
存
続
す
る
義
務
・
責
任
を

負
い
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
こ
に
挙
げ
た
問
題
意
識
は
、
裏
を
返
せ
ば
「
世
代
間
倫
理
」、
さ
ら

に
は
「
永
続
」
や
「
進
化
」
に
重
き
を
置
い
て
い
る
モ
ラ
ロ
ジ
ー
の
再
検

討
と
い
う
課
題
へ
と
つ
な
が
る
こ
と
に
な
る
。

　

廣
池
千
九
郎
は
、「
自
然
の
法
則
」
に
従
う
＝
最
高
道
徳
を
実
行
す
る

（
原
因
）
こ
と
で
、
人
間
は
「
進
化
」
す
る
（
結
果）

46
（

）、
と
い
う
「
法
則
」

を
発
見
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
「
法
則
」
の
中
で
与
え
ら
れ
る

「
家
の
永
続
」
や
「
企
業
の
永
続
」
と
い
う
「
結
果
」
は
、
現
在
の
人
々

が
道
徳
を
実
行
す
る
際
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
（
動
因
）
と
な
り
う
る
の
か

ど
う
か
。
現
実
的
・
実
践
的
な
次
元
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
問
題
が
浮

上
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

以
上
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
次
な
る
探
求
の
課
題
は
、「
世
代
間
倫
理
」
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注（
1
）　

シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
＝
フ
レ
チ
ェ
ッ
ト
編
・
京
都
生
命
倫
理
研
究
会
訳
『
環
境

の
倫
理
（
上
）』、
晃
洋
書
房
、
一
九
九
三
年
、
三
二
│
三
五
頁
。

（
2
）　

近
代
民
主
主
義
思
想
の
起
源
を
ど
の
時
点
に
ま
で
遡
ら
せ
る
か
に
つ
い
て

は
、
議
論
の
余
地
が
あ
る
。
本
稿
で
は
、
田
中
浩
（『
ホ
ッ
ブ
ズ
│
リ
ヴ
ァ
イ

ア
サ
ン
の
哲
学
者
』、
岩
波
書
店
、
Ⅵ
頁
）
の
説
に
従
っ
て
、
ホ
ッ
ブ
ズ
を
近

代
民
主
主
義
思
想
の
「
創
始
者
」
と
し
て
お
き
た
い
。
ま
た
、
こ
こ
で
は
近
代

政
治
哲
学
の
一
定
の
完
成
を
も
た
ら
し
た
人
物
と
し
て
ル
ソ
ー
を
取
り
上
げ
た

國
分
功
一
郎
の
見
解
を
採
用
し
た
い
。
國
分
は
、「
ル
ソ
ー
は
自
然
状
態
論
、

社
会
契
約
論
、
そ
し
て
主
権
理
論
と
い
う
近
代
政
治
哲
学
の
三
本
の
柱
に
、
実

に
整
っ
た
姿
を
与
え
た
。
ま
た
、
そ
の
哲
学
は
、
今
日
多
く
の
国
で
採
用
さ
れ

て
い
る
タ
イ
プ
の
民
主
主
義
を
基
礎
づ
け
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。」（『
近
代
政

治
哲
学
│
自
然
・
主
権
・
行
政
』、
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
五
年
、
一
三
九
頁
）

と
述
べ
て
お
り
、
ル
ソ
ー
が
、
現
代
の
民
主
主
義
思
想
を
基
礎
づ
け
る
働
き
を

担
っ
た
点
を
強
調
し
て
い
る
。

（
3
）　

こ
の
段
落
の
記
述
に
関
し
て
は
、
本
稿
の
直
接
的
な
主
題
（「
未
来
世
代

へ
の
利
他
性
を
考
え
る
」）
と
懸
隔
す
る
た
め
、
概
略
的
考
察
に
と
ど
め
、
こ

れ
以
上
の
詳
し
い
考
察
は
別
の
機
会
に
譲
り
た
い
。

（
4
）　

こ
の
語
は
、
社
会
学
者
の
大
澤
真
幸
（『〈
未
来
〉
と
の
連
帯
は
可
能
で
あ

る
。
し
か
し
、
ど
の
よ
う
な
意
味
で
』、
弦
書
房
、
二
〇
一
三
年
、
二
六
頁
、

『
可
能
な
る
革
命
』、
太
田
出
版
、
二
〇
一
六
年
、
二
一
七
頁
他
）
ら
が
使
用
し

て
い
る
。

（
5
）　

竹
内
昭
「
も
う
一
つ
の
〈
世
代
間
倫
理
〉
の
試
み
│
環
境
倫
理
学
の
一
基

本
問
題
の
考
察
│
」、『
法
政
大
学
教
養
部
紀
要
』（
一
一
二
巻
、
法
政
大
学
教

廣
池
千
九
郎
『
新
版 

道
徳
科
学
の
論
文 

第
八
冊
』、
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
所
、
一

九
八
五
年
。

│
『
新
版 

道
徳
科
学
の
論
文 

第
九
冊
』、
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
所
、
一
九
八

五
年
。

│
『
新
版 

道
徳
科
学
の
論
文 

第
一
冊
』、
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
所
、
一
九
八

六
年
。

ベ
ー
コ
ン
著
・
桂
寿
一
訳
『
ノ
ヴ
ム
・
オ
ル
ガ
ヌ
ム
』、
岩
波
書
店
（
岩
波
文

庫
）、
一
九
七
八
年
。

松
岡
幹
夫
『
京
都
学
派
と
エ
コ
ロ
ジ
ー
│
比
較
環
境
史
的
考
察
』、
論
創
社
、
二

〇
一
三
年
。

柳
田
國
男
『
新
版 

遠
野
物
語 

付
・
遠
野
物
語
拾
遺
』、
角
川
学
芸
出
版
、
二
〇

〇
四
年
。

│
『
日
本
の
祭
』、
角
川
学
芸
出
版
、
二
〇
一
三
年
。

│
『
山
の
人
生
』、
角
川
学
芸
出
版
、
二
〇
一
三
年
。

│
『
先
祖
の
話
』、
角
川
学
芸
出
版
、
二
〇
一
三
年
。

欧
文

Jack
so

n
, F

ran
k

, an
d M

ich
ael. S

m
ith

（ed
.

）.

（2005
） T

h
e O

xford 

H
andbook of C

ontem
porary P

hilosophy. O
xford: O

xford U
niversity 

Press, paperback edition, 2013.

Jenkins, W
illis. T

he F
uture of E

thics: Sustainability, Social Justice, and 

R
eligious C

reativity. W
ashington, D

C
: G

eorgetow
n U

niversity Press, 

2013.

M
ulgan, T

im
.

（2006

）Future People. O
xford: O

xford U
niversity Press, 

paperback edition, 2008.

T
h

om
pson

, Jan
n

a.

（2009

）In
tergen

era
tion

a
l Ju

stice: R
ights a

n
d 

R
esponsibilities in an Intergenerational P

olity. N
ew

 Y
ork, London: 
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A
ustin Sarat ed., op. cit., pp. 145

│156.

（
18
）　F
abian Sch

uppert, （2011

）“C
lim

ate C
h

ange M
itigation and 

Intergenerational Justice,” A
ustin Sarat ed., op. cit., pp. 157

│176.

（
19
）　M

atthew
 R

endall,

（2011

）“C
lim

ate C
hange and the T

hreat of 

D
isaster: T

h
e M

o
ral C

ase fo
r T

ak
in

g O
u

t In
su

ran
ce at O

u
r 

G
randchildren’s E

xpense,” in ibid., pp. 177

│194.

（
20
）　

権
利
説
へ
の
批
判
と
し
て
例
え
ば
、R

. T
. D

e G
eorge,

（1979

） “T
he 

E
nvironm

ent, R
ights, and Future G

enerations,” in E
thics and Problem

s 

of the 21st C
entury, ed. by K

. E
. G

oodpaster, and K
. M

. Sayre （N
otre 

D
am

e, Ind.: U
niversity of N

otre D
am

e Press, 1979

）, pp. 93 

│105. 

等
の

議
論
が
あ
る
。

（
21
）　G

ustaf A
rrh

enius,

（2009

）“E
galitarianism

 and P
opulation 

C
hange,” in Intergeneratinal Justice, ed. by A

xel G
osseries and Lukas 

H
. M

eyer

（O
xford: O

xford U
niversity P

ress, paperback edition, 

2012

）, pp. 323

│346.

（
22
）　

以
下
の
ト
レ
メ
ル
の
議
論
は
、Joerg C

het T
rem

m
el, （2009

） A
 

T
henory of Intergenerational Justice

（N
ew

 York and London: Routlege, 

paperback edition, 2014

）, pp. 52 

│54. 

を
参
照
し
た
。

（
23
）　

こ
の
遠
い
将
来
世
代
に
対
す
る
義
務
と
い
う
問
題
に
関
連
し
て
、
工
学
博

士
の
戸
川
達
男
は
『
遠
未
来
の
人
々
と
の
絆
』（
東
京
図
書
出
版
、
二
〇
一
四

年
）
と
い
う
意
欲
的
な
著
作
を
世
に
問
う
て
い
る
。

（
24
）　

広
井
良
典
『
人
口
減
少
社
会
と
い
う
希
望
』、
朝
日
新
聞
出
版
、
二
〇
一

三
年
、
三
頁
。

（
25
）　

同
著
『
ポ
ス
ト
資
本
主
義
│
科
学
・
人
間
・
社
会
の
未
来
』、
岩
波
書
店
、

二
〇
一
五
年
、
二
二
八
頁
。

（
26
）　H

enry-li Li, （2005

）“R
ethinking C

ivic E
ducation in the A

ge of 

養
部
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
│
二
四
頁
）、
二
〇
頁
。

（
6
）　

ハ
ン
ス
・
ヨ
ナ
ス
著
・
加
藤
尚
武
監
訳
『
責
任
と
い
う
原
理
│
科
学
技
術

文
明
の
た
め
の
倫
理
学
の
試
み
』、
東
信
堂
、
新
装
版
、
二
〇
一
〇
年
、
七
四

│
七
五
頁
。

（
7
）　

い
か
な
る
条
件
で
あ
れ
、
必
ず
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
命
令
の
こ
と
。

（
8
）　

シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
・
フ
レ
チ
ェ
ッ
ト
「
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
・
環
境
・
世
代
間
の

公
平
」、
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
・
フ
レ
チ
ェ
ッ
ト
編
・
京
都
生
命
倫
理
研
究
会
訳

『
環
境
の
倫
理 

上
』（
晃
洋
書
房
、
一
九
九
三
年
、
一
一
九
│
一
四
五
頁
）、
一

二
六
頁
。

（
9
）　

加
藤
尚
武
『
現
代
倫
理
学
入
門
』、
講
談
社
、
一
九
九
七
年
、
二
一
八
頁
。

（
10
）　A

ustin Sarat and D
avid W

alch
ak, （2014

）“Introduction,” in 
In

tergen
eration

al Ju
stice, ed. by A

ustin Sarat

（N
ew

 Y
ork: T

h
e 

International D
ebate E

ducation A
ssociation, 2014

）, pp. 4 

│6.

（
11
）　

加
藤
尚
武
『
環
境
倫
理
学
の
す
す
め
』、
丸
善
株
式
会
社
、
一
九
九
一
年

等
。

（
12
）　

鬼
頭
秀
一
﹇
ほ
か
﹈
編
『
環
境
倫
理
学
』、
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
九

年
、
八
一
頁
。

（
13
）　

同
上
。

（
14
）　

同
上
。

（
15
）　

例
え
ば C

hristopher G
roves, C

are, U
ncertainty and Intergenerational 

E
thics

（H
am

pshire

﹇B
asingstoke

﹈: Palgrave M
acm

illan, 2014

）. 

等
。

（
16
）　John R

aw
ls, （1971/1999

）A
 T

heory of Justice

（C
am

bridge, M
ass.: 

H
arvard U

niversity Press, revised edition, 1999

）, pp. 251

│258.

（
ジ
ョ

ン
・
ロ
ー
ル
ズ
著
・
川
本
隆
史
﹇
ほ
か
﹈
訳
『
正
義
論 

改
訂
版
』、
紀
伊
國
屋

書
店
、
二
〇
一
〇
年
、
三
八
一
│
三
九
二
頁
。）

（
17
）　E

dith B
row

n W
eiss, （1990

）“In Fairness to Future G
eneration,” 
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求
は
、
未
開
拓
と
言
え
る
。

（
38
）　

リ
ヒ
ャ
ル
ト
・
フ
ォ
ン
・
ヴ
ァ
イ
ツ
ゼ
ッ
カ
ー
述
・
永
井
清
彦
編
訳
『
言

葉
の
力
│
ヴ
ァ
イ
ツ
ゼ
ッ
カ
ー
演
説
集
』、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
九
年
、
一
一

頁
。

（
39
）　

安
倍
晋
三
・
首
相
官
邸
「
平
成
二
十
七
年
八
月
十
四
日
内
閣
総
理
大
臣
談

話
」、http://w

w
w

.kantei.go.jp/jp/97_abe/discource/20150814danw
a.

htm
l

（
閲
覧
日
：
二
〇
一
六
年
八
月
二
十
五
日
、
太
字
は
論
者
が
施
し
た
）。

（
40
）　

白
井
聡
『
永
続
敗
戦
論
│
戦
後
日
本
の
核
心
』、
太
田
出
版
、
二
〇
一
三

年
、
四
七
頁
。

（
41
）　

小
川
は
「
開
か
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
」
と
し
て
以
下
の
五
つ
の

要
素
を
提
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
政
治
参
加
の
重
視
、
②
熟
議
を
文
化

と
す
る
、
③
横
の
公
共
性
、
④
縦
の
公
共
性
、
⑤
伝
統
文
化
を
大
切
に
し
て
世

界
に
発
信
す
る
と
い
う
要
素
で
あ
る
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
小
川
は
④
の
縦
の

公
共
性
の
議
論
に
お
い
て
「
世
代
間
の
倫
理
」（
小
川
前
掲
書
、
二
一
八
頁
）

と
い
う
言
葉
を
使
用
し
、
特
に
生
命
・
身
体
に
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
な
も
の

（
核
廃
棄
物
等
）
に
関
し
て
は
、「
近
い
将
来
世
代
（im

m
ediate future 

generation

）」
も
「
遠
い
将
来
世
代
（rem

ote future generation

）」
も
関

係
な
く
、
同
等
に
現
在
世
代
の
「
将
来
世
代
」
へ
の
責
務
を
取
り
扱
う
立
場
か

ら
議
論
す
る
必
要
性
に
言
及
し
て
い
る
（
小
川
前
掲
書
、
二
一
八
│
二
二
〇

頁
）。
例
え
ば
、
核
廃
棄
物
の
処
理
問
題
に
関
し
て
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
解
決

し
て
い
な
い
た
め
、
こ
の
小
川
の
指
摘
は
非
常
に
重
要
と
言
え
る
。

（
42
）　

こ
の
関
連
で
参
考
に
な
る
の
が
、
大
澤
真
幸
編
著
『
憲
法
九
条
と
わ
れ
ら

が
日
本
│
未
来
世
代
へ
手
渡
す
』（
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
六
年
）
で
あ
る
。

（
43
）　

イ
ギ
リ
ス
の
哲
学
者
・
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
（John Locke, 1632

│1704

）

は
『
統
治
二
論
』、「
後
篇
」
に
お
い
て
「
所
有
権
」
に
関
し
て
、「
少
な
く
と

も
、
共
有
物
と
し
て
他
人
に
も
十
分
な
善
き
も
の
が
残
さ
れ
て
い
る
場
合
に

B
iotechnology,” A

ustin Sarat ed., op. cit., p. 120.
（
27
）　Jam

es B
ohm

an, （2011

）“C
hildren and the R

ights of C
itizens: 

N
ondom

ination and Intergenerational Justice,” in ibid., pp. 128

│141.

（
28
）　‘T

h
rough

out th
is article, Social Security refers to th

e cash 

benefits program
s, O

ld A
ge, Survivors, and D

isability Insurance

（“O
A

SD
I”

）, not to M
edicare.’ （N

ancy J. A
ltm

an, （2009

） “R
esponse: 

Social Security and Intergenerational Justice,” in ibid., p. 228.

）

（
29
）　

若
林
靖
永
﹇
ほ
か
﹈
編
『
二
〇
五
〇
年 

超
高
齢
社
会
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

構
想
』、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
五
年
、
一
四
五
頁
（
太
字
は
論
者
が
施
し
た
）。

（
30
）　

こ
の
「
世
代
間
連
帯
」
の
議
論
の
具
体
的
展
開
に
関
し
て
は
、
社
会
学
者

の
上
野
千
鶴
子
と
衆
議
院
議
員
の
辻
元
清
美
の
共
著
『
世
代
間
連
帯
』（
岩
波

書
店
、
二
〇
〇
九
年
）
が
参
考
に
な
る
。

（
31
）　Julia B

. Isaacs, （2009

）“Spending on C
hildren and the E

lderly: 

A
n Issue B

rief,” A
ustin Sarat ed., op. cit., pp. 237

│248.

（
32
）　D

aniel C
allahan, （2012

）“M
ust W

e R
ation H

ealth C
are for the 

E
lderly?,” in ibid., pp. 259

│269.

（
33
）　

刊
行
は
、
翌
年
の
昭
和
六
年
（
一
九
三
一
年
）
で
あ
る
。

（
34
）　

柳
田
國
男
『
明
治
大
正
史 

世
相
篇
』、
講
談
社
、
一
九
九
三
年
。

（
35
）　

冬
月
律
「
過
疎
集
落
に
お
け
る
氏
神
信
仰
の
継
承
│
高
知
県
高
岡
郡
の
旧

桧
生
原
集
落
を
事
例
に
│
」、『
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
』
第
七
五
号
、
二
〇
一
五
年

（
五
一
│
七
〇
頁
）、
六
六
頁
。

（
36
）　

同
上
。

（
37
）　

具
体
的
な
現
場
に
結
び
つ
け
て
論
じ
て
い
る
も
の
と
し
て
は
、
田
中
久
男

（
A 

I 

U
保
険
会
社
）
の
「
C 

S 

R
（
企
業
の
社
会
的
責
任
）
と
世
代
間
倫
理
」

（『
月
刊
監
査
研
究
』
二
〇
〇
九
年
九
月
号
（
第
四
二
五
号
）、
七
〇
│
七
四
頁
）

が
あ
る
が
、
世
代
間
倫
理
と
企
業
の
社
会
的
責
任
の
関
係
に
関
す
る
学
問
的
探
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ー
研
究
所
、
一
九
八
五
年
）、
教
育
人
間
学
・
日
本
精
神
史
が
専
門
の
下
程
勇

吉
（
一
九
〇
四
│
一
九
九
八
）
の
「
超
越
性
の
原
理
」（『
増
補 

宗
教
的
自
覚

と
人
間
形
成
』、
広
池
学
園
出
版
部
、
一
九
九
一
年
）
等
が
考
察
の
際
の
手
が

か
り
と
な
る
。

（
キ
ー
ワ
ー
ド
： 

未
来
世
代
、
世
代
間
倫
理
、
世
代
間
正
義
、
環
境
倫
理
、
地
球

環
境
問
題
）

は
」
と
い
う
但
し
書
き
を
付
し
て
い
る
（
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
著
・
加
藤
節
訳

『
完
訳 

統
治
二
論
』、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
〇
年
、
三
二
六
頁
）。
こ
れ
を
一
般

に
「
ロ
ッ
ク
的
但
し
書
き
」
と
か
「
十
分
性
の
制
約
」
と
呼
ぶ
（
森
村
進
編
著

『
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
読
本
』、
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
五
年
、
九
五
頁
参
照
）。

（
44
）　

自
然
＝
神
（
本
体
）
と
見
る
と
、
そ
れ
を
守
る
こ
と
が
「
自
然
の
法
則
」

に
従
う
こ
と
＝
義
務
先
行
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
義
務
先
行
と
地
球
環
境

問
題
の
関
係
に
関
し
て
は
、
物
理
学
が
専
門
の
松
浦
勝
次
郎
が
「
環
境
倫
理
の

基
本
的
課
題
│
自
然
の
生
存
権
の
問
題
を
中
心
に
」（『
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
』
第

四
八
号
、
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
所
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
│
三
二
頁
）
に
お
い
て
、

詳
細
な
検
討
を
行
な
っ
て
い
る
。

（
45
）　

こ
れ
に
関
し
て
は
、
科
学
哲
学
・
比
較
文
明
論
の
立
場
か
ら
伊
東
俊
太
郎

が
「『
科
学
の
倫
理
学
』
へ
」
と
い
う
講
演
論
文
を
発
表
し
、
こ
れ
ま
で
「
科

学
」
に
お
い
て
必
ず
し
も
問
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
「
倫
理
」
の
視
点
を
導
入
し

て
、
科
学
及
び
技
術
の
在
り
方
を
考
察
し
て
い
る
（
伊
東
俊
太
郎
「『
科
学
の

倫
理
学
』
へ
」、『
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
』
第
五
九
号
、
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
所
、
二

〇
〇
七
年
、
一
│
二
三
頁
）。

（
46
）　

こ
の
「
進
化
」
と
い
う
結
果
の
内
容
は
、
人
類
の
安
心
・
平
和
・
幸
福
・

子
孫
の
繁
栄
に
加
え
て
、
家
あ
る
い
は
企
業
・
国
家
の
存
続
・
発
展
・
永
続
等

で
あ
る
。

（
47
）　
「
世
代
間
倫
理
」
成
立
の
条
件
に
関
連
し
て
、
現
時
点
で
の
論
者
の
仮
説

を
若
干
述
べ
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、「
伝
統
」（the line of succession, 

ortholinon

）
や
「
超
越
的
な
も
の
（
神
や
仏
）」
と
の
触
れ
合
い
、
言
い
換
え

れ
ば
、「
人
類
が
存
在
す
る
根
拠
（
恩
恵
）」
に
触
れ
る
こ
と
で
、
現
在
世
代
が

未
来
世
代
に
対
し
て
、
倫
理
的
な
態
度
を
自
発
的
に
取
る
こ
と
に
つ
な
が
る
の

で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
廣
池
の
「
伝
統

の
原
理
」
と
「
神
の
原
理
」（『
新
版 

道
徳
科
学
の
論
文 

第
七
冊
』、
モ
ラ
ロ
ジ




